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佐野市長

岡部 正英

佐
野
市
は
、
首
都
圏
70
キ
ロ
圏
内
に
位
置
し
、

栃
木
県
の
南
の
玄
関
口
に
あ
る
、
人
口
12
万
人

の
街
で
す
。

本
市
は
、
東
北
自
動
車
道
と
北
関
東
自
動
車

道
の
２
つ
の
高
速
道
路
が
通
り
、
市
内
に
３
つ

の
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
を
持
つ
、
高
速
交
通
の

利
便
性
が
高
い
都
市
で
あ
り
、
現
在
４
つ
目
の

イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
設
置
に
向
け
て
、
動
き
始

め
て
い
る
と
こ
ろ
で
も
あ
り
ま
す
。

４
月
か
ら
ス
タ
ー
ト
い
た
し
ま
し
た
、
第
２

次
佐
野
市
総
合
計
画
で
掲
げ
た
将
来
像
「
水
と

緑
に
あ
ふ
れ
る
北
関
東
の
ど
ま
ん
中　

支
え
合

い
、
人
と
地
域
が
輝
く
交
流
拠
点
都
市
」
を
目

指
し
、
ま
ち
づ
く
り
を
進
め
て
お
り
ま
す
。

ま
た
、
今
ま
で
、
本
市
の
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
し
て
、「
観
光
立
市
」「
ス
ポ
ー

ツ
立
市
」
を
掲
げ
、
交
流
人
口
の
増
加
を
目
指

し
て
ま
い
り
ま
し
た
。
今
回
新
た
に
「
産
業
・

文
化
立
市
」
を
加
え
、
市
民
生
活
の
ベ
ー
ス
と

な
る
地
元
経
済
の
活
性
化
や
本
市
が
誇
る
歴

史
・
文
化
を
活
用
し
、
定
住
人
口
の
増
加
や
新

た
な
人
の
流
れ
の
創
出
を
行
っ
て
ま
い
り
ま
す
。

ゆ
る
キ
ャ
ラ
グ
ラ
ン
プ
リ
で
優
勝
し
た
「
さ

の
ま
る
」、
度
々
テ
レ
ビ
等
で
紹
介
さ
れ
、
全

国
的
に
有
名
な
「
佐
野
ら
ー
め
ん
」「
い
も
フ

ラ
イ
」
な
ど
の
独
自
の
食
文
化
、
関
東
の
三
大

師
に
数
え
ら
れ
る「
佐
野
厄
除
け
大
師
」や「
佐

野
プ
レ
ミ
ア
ム
・
ア
ウ
ト
レ
ッ
ト
」
な
ど
の
観

光
ス
ポ
ッ
ト
が
あ
り
ま
す
。
市
民
一
同
で
皆
さ

ん
を
歓
迎
い
た
し
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
本
市
を
訪

れ
て
み
て
く
だ
さ
い
。

さ
て
、
平
成
30
年
度
は
、
国
民
健
康
保
険
制

度
改
革
に
伴
い
、
都
道
府
県
と
市
町
村
と
が
共

同
し
て
運
営
す
る
こ
と
に
よ
り
、
市
町
村
の
国

民
健
康
保
険
の
財
政
基
盤
安
定
化
が
図
ら
れ
る

新
た
な
一
年
と
な
り
ま
す
。

し
か
し
な
が
ら
、
国
民
健
康
保
険
に
つ
き
ま

し
て
は
、
被
保
険
者
数
の
減
少
傾
向
の
な
か
で
、

高
齢
化
や
医
療
技
術
の
高
度
化
、
高
額
な
新
薬

の
保
険
承
認
等
に
よ
り
医
療
費
は
伸
び
続
け
て

い
る
こ
と
も
現
実
で
ご
ざ
い
ま
す
。

こ
う
し
た
状
況
の
中
、
佐
野
市
と
い
た
し
ま

し
て
は
、
将
来
に
わ
た
っ
て
市
民
の
皆
様
が
安

心
し
て
医
療
を
受
け
ら
れ
る
よ
う
、
国
民
健
康

保
険
事
業
を
運
営
し
て
い
く
こ
と
が
、
重
要
な

課
題
で
あ
る
と
認
識
し
て
お
り
ま
す
。
平
成
30

年
度
は
、「
第
２
期
佐
野
市
国
民
健
康
保
険
保

健
事
業
実
施
計
画
（
佐
野
市
国
民
健
康
保
険

デ
ー
タ
ヘ
ル
ス
計
画
）」
に
基
づ
き
、
引
き
続

き
保
健
事
業
に
力
を
入
れ
、
特
定
健
診
未
受
診

者
減
少
へ
の
取
り
組
み
や
糖
尿
病
等
の
生
活
習

慣
病
の
発
症
・
重
症
化
予
防
、
医
療
費
の
適
正

化
に
取
り
組
ん
で
ま
い
り
ま
す
。

ま
た
、
国
民
健
康
保
険
事
業
の
主
財
源
で
あ

る
国
民
健
康
保
険
税
の
納
税
の
重
要
性
に
つ
い

て
周
知
し
、
適
切
・
公
平
な
課
税
及
び
徴
収
に

も
努
め
て
ま
い
り
ま
す
。

人
と
地
域
が
輝
く

�

交
流
拠
点
都
市
「
佐
野
」

巻 頭 言
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栃
木
県
保
健
福
祉
部
国
保
医
療
課

栃
木
県
保
健
福
祉
部
国
保
医
療
課

平
成
30
年
度 

国
民
健
康
保
険
運
営
方
針
に
基
づ
く

事
務
執
行
等
に
つ
い
て

平
成
30
年
度 

国
民
健
康
保
険
運
営
方
針
に
基
づ
く

事
務
執
行
等
に
つ
い
て

○
は
じ
め
に

本
県
で
は
、
平
成
29
年
11
月
に
、「
栃
木
県

国
民
健
康
保
険
運
営
方
針
」（
以
下
「
運
営
方

針
」
と
い
う
。）
を
策
定
し
た
。
運
営
方
針
は
、

県
と
市
町
が
一
体
と
な
っ
て
、
国
保
に
関
す
る

事
務
を
共
通
認
識
の
下
で
実
施
し
、
安
定
的
な

財
政
運
営
並
び
に
市
町
の
国
民
健
康
保
険
事
業

（
以
下
「
国
保
事
業
」
と
い
う
。）
の
広
域
的
及

び
効
果
的
な
運
営
の
推
進
を
図
る
た
め
の
統
一

的
な
方
針
と
し
て
定
め
た
も
の
で
あ
る
。

市
町
保
険
者
に
は
、
運
営
方
針
に
定
め
ら
れ

た
保
険
給
付
、
保
険
料
（
税
）
の
決
定
及
び
賦

課
・
徴
収
、
保
険
料
（
税
）
収
入
の
確
保
、
医

療
費
の
適
正
化
の
取
組
の
ほ
か
、
住
民
と
の
身

近
な
関
係
の
中
、
資
格
管
理
や
適
用
の
適
正
化

等
、
地
域
に
お
け
る
き
め
細
か
い
事
業
に
つ
い

て
も
引
き
続
き
担
っ
て
い
た
だ
く
。

本
書
は
、
運
営
方
針
に
基
づ
く
市
町
保
険
者

の
事
務
執
行
の
ほ
か
、
国
民
健
康
保
険
組
合
及

び
国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会
に
お
け
る
、
平

成
30
年
度
の
国
民
健
康
保
険
事
業
運
営
上
の
留

意
事
項
に
つ
い
て
と
り
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。

○
市
町
保
険
者
に
関
す
る
事
項

第
１　

国
民
健
康
保
険
財
政
に
つ
い
て

１　

事
業
計
画
の
策
定

事
業
計
画
の
策
定
に
つ
い
て
は
、
国
保
事
業

の
適
正
か
つ
安
定
的
な
運
営
を
図
る
た
め
、
事

業
運
営
の
実
情
を
把
握
分
析
し
、
そ
れ
ら
の
検

討
結
果
を
踏
ま
え
た
重
点
事
項
及
び
目
標
を
設

定
す
る
と
と
も
に
、
目
標
達
成
の
た
め
の
具
体

的
な
実
施
体
制
、
実
施
方
法
及
び
関
連
事
業
と

の
連
携
等
を
明
確
に
す
る
こ
と
。

２　

予
算
の
編
成

予
算
の
編
成
に
つ
い
て
は
、
毎
年
度
、
厚
生

労
働
省
保
険
局
国
民
健
康
保
険
課
長
か
ら
通
知

さ
れ
る
予
算
編
成
に
当
た
っ
て
の
留
意
事
項
等

に
基
づ
き
行
う
こ
と
。

３　

赤
字
解
消
・
削
減
の
取
組

解
消
・
削
減
す
べ
き
赤
字
が
生
じ
た
市
町
は
、

「
国
民
健
康
保
険
保
険
者
の
赤
字
削
減
・
解
消

計
画
の
策
定
等
に
つ
い
て
」（
平
成
30
年
１
月

29
日
保
国
発
0
1
2
9
第
２
号
）
に
基
づ
き
、

赤
字
の
要
因
分
析
を
行
っ
た
上
で
、
赤
字
解
消

計
画
書
を
作
成
し
、
収
納
率
の
向
上
、
健
康
づ

く
り
や
医
療
費
適
正
化
の
取
組
、
適
正
な
保
険

税
率
の
設
定
等
に
よ
り
、
赤
字
の
削
減
・
解
消

を
図
る
こ
と
。

４　

保
険
者
努
力
支
援
制
度
等
の
活
用

国
保
財
政
の
収
支
改
善
を
図
る
た
め
、
保
険

者
努
力
支
援
制
度
（
市
町
村
交
付
分
）
や
県
版

保
険
者
努
力
支
援
制
度
を
活
用
し
、
医
療
費
適

正
化
等
に
向
け
た
取
組
を
推
進
す
る
こ
と
。

第
２　

適
用
の
適
正
化

１　

被
保
険
者
の
適
用

⑴
被
保
険
者
の
適
用
に
つ
い
て
は
、「
国
民
健

康
保
険
の
被
保
険
者
に
か
か
る
適
用
及
び

保
険
料
（
税
）
の
賦
課
の
適
正
化
に
つ
い

て
（
通
知
）」（
平
成
５
年
11
月
15
日
保
険

発
第
1
2
3
号
）
に
基
づ
き
、「
国
民
健
康

保
険
の
適
用
事
務
に
お
け
る
年
金
被
保
険

者
情
報
の
活
用
に
つ
い
て
（
通
知
）」（
平

成
23
年
２
月
22
日
保
国
発
0
2
2
2
第
１

号
）
及
び
「
国
民
健
康
保
険
の
適
用
事
務

に
お
け
る
年
金
被
保
険
者
情
報
の
活
用
に

つ
い
て
の
一
部
改
正
に
つ
い
て
（
通
知
）」

（
平
成
23
年
12
月
16
日
保
国
発
1
2
1
6

第
１
号
）
に
よ
り
活
用
が
可
能
と
な
っ
た

国
民
年
金
被
保
険
者
情
報
を
活
用
す
る
等
、

未
適
用
者
を
早
期
か
つ
的
確
に
把
握
し
、

早
期
適
用
を
促
進
す
る
と
と
も
に
、
遡
及

適
用
者
に
つ
い
て
は
的
確
に
遡
及
賦
課
を

行
う
こ
と
。

⑵
退
職
被
保
険
者
等
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

「
国
民
健
康
保
険
の
退
職
被
保
険
者
等
に

係
る
適
用
に
つ
い
て
（
通
知
）」（
平
成
15

年
３
月
31
日
保
国
発
第
0
3
3
1
0
0
3

号
）、「
国
民
健
康
保
険
の
退
職
被
保
険
者

等
に
係
る
適
用
の
適
正
化
対
策
に
つ
い
て

（
通
知
）」（
平
成
17
年
９
月
16
日
保
国
発
第

0
9
1
6
0
0
1
号
）、
及
び
「
国
民
健

康
保
険
の
適
用
事
務
に
お
け
る
年
金
被
保

険
者
情
報
の
活
用
に
つ
い
て
の
一
部
改
正

に
つ
い
て
（
通
知
）」（
平
成
23
年
12
月
16

日
保
国
発
1
2
1
6
第
１
号
）
に
基
づ
き
、

年
金
受
給
権
者
一
覧
表
等
の
年
金
情
報
の

活
用
等
に
よ
り
早
期
に
把
握
・
適
用
し
、

適
用
の
適
正
化
を
推
進
す
る
こ
と
。
ま
た
、

各
市
町
に
お
い
て
作
成
し
た
退
職
被
保
険

者
等
に
係
る
振
替
作
業
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
基

づ
き
、
被
保
険
者
資
格
の
遡
及
に
伴
う
療

養
給
付
費
負
担
金
及
び
療
養
給
付
費
交
付

金
の
振
替
整
理
を
適
正
に
行
う
こ
と
。

⑶
特
に
退
職
被
保
険
者
の
被
扶
養
者
に
係
る

適
用
に
つ
い
て
は
、「
国
民
健
康
保
険
の

退
職
被
保
険
者
の
被
扶
養
者
に
係
る
適
用

の
適
正
化
対
策
の
徹
底
に
つ
い
て
（
通

知
）」（
平
成
19
年
９
月
18
日
保
国
発
第

0
9
1
8
0
0
1
号
）
及
び
「
国
民
健
康

保
険
の
退
職
被
保
険
者
の
被
扶
養
者
に
係

る
適
用
に
つ
い
て
（
通
知
）」（
平
成
20

年
３
月
31
日
保
国
発
第
0
3
3
1
0
0
1

号
）」
に
基
づ
き
、
職
権
適
用
を
実
施
す
る

等
適
用
の
適
正
化
を
推
進
す
る
こ
と
。
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⑷
外
国
人
の
適
用
に
つ
い
て
は
、「
外
国
人
に

対
す
る
国
民
健
康
保
険
又
は
後
期
高
齢
者

医
療
制
度
の
適
用
に
つ
い
て
」（
平
成
24

年
７
月
９
日
保
国
発
第
0
7
0
9
第
１
号
）

及
び
「
在
留
外
国
人
の
国
民
健
康
保
険
適

用
の
不
適
正
事
案
に
関
す
る
通
知
制
度
の

試
行
的
運
用
に
つ
い
て
」（
平
成
29
年
12
月

27
日
保
国
発
1
2
2
7
第
１
号
）
に
基
づ

き
、
適
正
に
行
う
こ
と
。

２　

居
所
不
明
被
保
険
者
の
確
認

居
所
不
明
の
被
保
険
者
に
係
る
資
格
喪
失
の

確
認
に
つ
い
て
は
、「
国
民
健
康
保
険
の
被
保

険
者
資
格
の
喪
失
確
認
処
理
に
係
る
取
扱
い
に

つ
い
て
（
通
知
）」（
平
成
４
年
３
月
31
日
保
険

発
第
40
号
）
に
基
づ
き
、
取
扱
要
領
を
作
成
し

て
的
確
に
行
い
、
国
民
健
康
保
険
税
の
調
定
額

に
つ
い
て
も
整
理
す
る
こ
と
。

３　

適
用
の
適
正
化
調
査

適
用
の
適
正
化
調
査
に
つ
い
て
は
、「
国
民

健
康
保
険
の
被
保
険
者
の
適
用
の
適
正
化
及
び

第
三
者
行
為
に
係
る
求
償
権
の
行
使
に
つ
い
て

（
通
知
）」（
昭
和
50
年
７
月
１
日
保
険
発
第
63

号
）
に
基
づ
き
、
各
保
険
者
の
実
情
に
応
じ
て

「
適
用
の
適
正
化
月
間
」
を
設
定
し
、
被
用
者

保
険
の
加
入
・
脱
退
者
、
住
所
地
特
例
の
対
象

者
、外
国
人
、擬
制
世
帯
等
に
つ
い
て
、計
画
的
、

集
中
的
に
適
用
の
適
正
化
を
推
進
す
る
こ
と
。

ま
た
、「
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
の
適

用
に
か
か
る
周
知
に
つ
い
て
」（
平
成
29
年
４

月
３
日
保
国
発
0
4
0
3
第
１
号
）に
基
づ
き
、

本
来
は
被
用
者
保
険
（
＊
通
知
で
は
「
健
康
保

険
や
厚
生
年
金
））
に
加
入
す
べ
き
で
あ
り
な

が
ら
、
国
民
健
康
保
険
（
＊
通
知
で
は
「
国
民

健
康
保
険
や
国
民
年
金
」）
に
加
入
し
て
い
る

可
能
性
の
あ
る
被
保
険
者
に
つ
い
て
、
被
用
者

保
険
（
＊
通
知
で
は
「
健
康
保
険
・
厚
生
年
金

保
険
」）
の
適
用
対
策
の
一
層
の
促
進
を
図
る

こ
と
。

第
３　

市
町
に
お
け
る
保
険
税
の
賦
課
に
関

す
る
事
項

１　

所
得
の
把
握

保
険
料
（
税
）
の
算
定
の
基
礎
と
な
る
所
得

に
つ
い
て
は
、
的
確
に
把
握
す
る
こ
と
。 

ま
た
、
申
告
の
な
い
世
帯
に
つ
い
て
は
保
険

料
（
税
）
の
軽
減
対
象
世
帯
と
な
る
可
能
性
も

あ
る
こ
と
か
ら
、
積
極
的
に
申
告
を
勧
奨
し
、

積
極
的
に
実
地
調
査
を
行
う
等
的
確
に
所
得
を

把
握
す
る
こ
と
。 

な
お
、
共
有
名
義
の
固
定
資
産
に
係
る
資
産

割
額
の
算
定
に
つ
い
て
は
、「
共
有
名
義
の
固

定
資
産
に
係
る
国
民
健
康
保
険
料
（
税
）
の
資

産
割
額
の
算
定
に
つ
い
て
（
通
知
）」（
平
成
20

年
１
月
18
日
保
国
発
第
0
1
1
8
0
0
1
号
）

に
基
づ
き
、
持
ち
分
に
応
じ
て
適
正
に
按
分
賦

課
を
行
う
こ
と
。 

２　

保
険
料
（
税
）
の
賦
課
割
合
及
び
賦
課

限
度
額
の
設
定

保
険
料
（
税
）
の
賦
課
割
合
及
び
賦
課
限
度

額
に
つ
い
て
は
、
被
保
険
者
間
に
お
け
る
負
担

の
不
均
衡
の
是
正
、
中
間
所
得
者
層
の
過
重
な

負
担
の
軽
減
を
図
る
観
点
か
ら
、
適
切
な
設
定

を
行
う
こ
と
。

３　

保
険
料
（
税
）
の
減
免

国
民
健
康
保
険
か
ら
後
期
高
齢
者
医
療
制
度

に
移
行
し
た
者
が
い
る
世
帯
に
お
け
る
保
険
料

（
税
）
に
つ
い
て
、
平
成
25
年
度
か
ら
所
得
割

に
係
る
軽
減
判
定
所
得
の
算
定
特
例
が
恒
久
化

さ
れ
た
ほ
か
、
平
等
割
の
減
額
措
置
が
延
長
さ

れ
た
こ
と
を
踏
ま
え
、
適
正
な
対
応
を
行
う
こ

と
。
ま
た
、
被
用
者
保
険
か
ら
後
期
高
齢
者
医

療
制
度
に
移
行
し
た
こ
と
に
伴
い
、
被
扶
養
者

か
ら
国
保
被
保
険
者
と
な
っ
た
者
に
係
る
条
例

減
免
に
つ
い
て
も
、引
き
続
き
配
慮
す
る
こ
と
。

第
４　

市
町
に
お
け
る
保
険
税
の
徴
収
の
適

正
な
実
施
に
関
す
る
事
項

１　

収
納
率
目
標

保
険
者
規
模
別
の
現
年
度
分
の
保
険
税
収
納

率
の
目
標
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

⑴
被
保
険
者
数
１
万
人
未
満
の
保
険
者

　

��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
95
％
以
上

⑵
被
保
険
者
数
１
万
人
以
上
５
万
人
未
満
の

保
険
者
��
�
�
�
�
�
�
�
�
94
％
以
上

⑶
被
保
険
者
数
５
万
人
以
上
10
万
人
未
満
の

保
険
者
��
�
�
�
�
�
�
�
�
93
％
以
上

⑷
被
保
険
者
数
10
万
人
以
上
の
保
険
者

　

��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
92
％
以
上

２　

保
険
料
（
税
）
収
入
の
確
保

⑴
徴
収
計
画
の
策
定

市
町
村
保
険
者
の
徴
収
計
画
に
つ
い
て
は
、

県
が
運
営
方
針
の
中
で
定
め
た
保
険
者
規
模
別

収
納
率
目
標
を
踏
ま
え
、
滞
納
者
の
実
態
（
滞

納
原
因
別
、
所
得
階
層
別
、
職
業
別
、
地
区
別

等
）
に
基
づ
き
目
標
収
納
率
を
設
定
す
る
と
と

も
に
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
、
目
標
を
達
成

す
る
た
め
の
実
施
体
制
、
実
施
方
法
等
具
体
的

な
計
画
を
策
定
す
る
こ
と
。 

⑵
納
期
内
納
入
の
促
進
等

保
険
料
（
税
）
の
納
入
に
つ
い
て
は
、
納
期

内
納
入
の
促
進
を
図
る
た
め
に
マ
ル
チ
ペ
イ
メ

ン
ト
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
導
入
や
口
座
振
替
の
原

則
化
を
検
討
し
、口
座
振
替
を
推
進
す
る
ほ
か
、

多
様
な
納
付
方
法
を
採
用
す
る
等
、
納
付
し
や

す
い
環
境
整
備
を
推
進
す
る
と
と
も
に
被
保
険

者
に
対
す
る
効
果
的
な
啓
発
活
動
を
積
極
的
に

行
う
こ
と
。 

⑶
滞
納
者
対
策

ア　

保
険
料
（
税
）
の
確
保
を
図
る
た
め
、
早

期
に
滞
納
者
の
財
産
調
査
を
含
め
た
実
態

把
握
及
び
適
切
な
対
応
を
行
う
こ
と
。

イ　

特
別
の
事
情
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
保

険
料
（
税
）
を
滞
納
し
て
い
る
い
わ
ゆ
る

悪
質
滞
納
者
に
対
す
る
被
保
険
者
資
格
証

明
書
の
交
付
及
び
保
険
給
付
の
一
時
支
払

差
止
め
等
の
措
置
に
つ
い
て
は
、「
国
民
健

康
保
険
の
保
険
料
（
税
）
を
滞
納
し
て
い

る
世
帯
主
等
に
対
す
る
措
置
の
取
扱
い
に

つ
い
て
（
通
知
）」（
平
成
12
年
３
月
28
日

保
険
発
第
41
号
）
に
基
づ
き
、
適
正
に
行

う
こ
と
。

た
だ
し
、
出
産
育
児
一
時
金
に
つ
い
て

は
、
国
民
健
康
保
険
法
施
行
規
則
（
昭
和

33
年
厚
生
省
令
第
53
号
）
附
則
第
10
条
に

よ
る
一
時
差
止
を
行
わ
な
い
措
置
が
継
続

さ
れ
て
い
る
の
で
留
意
す
る
こ
と
。 

被
保
険
者
資
格
証
明
書
の
交
付
に
当
た

り
、「
被
保
険
者
資
格
証
明
書
の
交
付
に
際
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し
て
の
留
意
点
に
つ
い
て
」（
平
成
20
年

10
月
30
日
保
国
発
第
1
0
3
0
0
0
1
号
）

に
基
づ
き
、
適
正
に
行
う
こ
と
。
被
保
険

者
資
格
証
明
書
及
び
短
期
被
保
険
者
証
の

交
付
に
つ
い
て
は
、
交
付
事
務
を
通
じ
て

で
き
る
だ
け
滞
納
者
と
接
触
す
る
機
会
を

確
保
し
、
保
険
料
（
税
）
を
納
め
る
こ
と

が
で
き
な
い
特
別
な
事
情
の
適
切
な
把
握

に
努
め
、
機
械
的
な
対
応
に
な
る
こ
と
の

な
い
よ
う
、
き
め
細
か
な
納
付
相
談
を
行

う
こ
と
。
被
保
険
者
資
格
証
明
書
の
交
付

は
不
利
益
処
分
に
当
た
る
こ
と
か
ら
、
行

政
手
続
法
に
基
づ
く
弁
明
の
機
会
の
付
与

を
必
ず
実
施
す
る
こ
と
。

ま
た
、
滞
納
者
の
状
況
に
応
じ
、
通
常

に
比
べ
更
新
ま
た
は
検
認
の
期
間
が
短
い

被
保
険
者
証
を
交
付
す
る
等
、
被
保
険
者

証
の
交
付
方
法
を
工
夫
し
て
納
付
相
談
の

機
会
の
確
保
を
図
り
、
滞
納
者
を
解
消
す

る
こ
と
。

ウ　

被
保
険
者
が
、
督
促
、
催
告
に
応
じ
な
い

場
合
に
は
、
負
担
の
公
平
の
観
点
か
ら
積

極
的
に
差
押
え
を
行
う
こ
と
。 

エ　

納
付
義
務
者
が
保
険
料
（
税
）
を
納
期
限

ま
で
に
完
納
し
な
い
場
合
は
、
必
ず
延
滞

金
を
調
定
し
、
徴
収
す
る
こ
と
。 

オ　

保
険
料
（
税
）
の
不
納
欠
損
処
分
に
つ
い

て
は
、
資
産
の
状
況
等
の
調
査
結
果
に
基

づ
き
適
正
に
行
う
こ
と
と
し
、
短
期
被
保

険
者
証
の
交
付
対
象
者
が
該
当
し
た
場
合

も
行
う
こ
と
。

⑷
徴
収
体
制
の
充
実

滞
納
保
険
料
（
税
）
の
徴
収
に
つ
い
て
は
、

全
庁
体
制
の
確
立
や
嘱
託
徴
収
員
の
採
用
等
、

徴
収
体
制
の
整
備
を
図
る
こ
と
。

ま
た
、
嘱
託
徴
収
員
等
を
活
用
し
て
い
る
保

険
者
に
つ
い
て
は
、
嘱
託
徴
収
員
等
の
み
に
任

せ
る
こ
と
な
く
役
割
分
担
を
定
め
、
職
員
と
の

連
携
に
よ
る
戸
別
徴
収
に
積
極
的
か
つ
効
率
的

に
取
り
組
む
こ
と
。

⑸
そ
の
他
の
収
納
対
策

上
記
⑴
か
ら
⑷
の
ほ
か
、
保
険
料
（
税
）
収

納
率
の
確
保
・
向
上
等
の
対
策
と
し
て
、「
収

納
対
策
緊
急
プ
ラ
ン
の
策
定
等
に
つ
い
て

（
通
知
）」（
平
成
17
年
２
月
15
日
保
国
発
第

0
2
1
5
0
0
1
号
）
等
を
参
考
に
、
効
果
的

な
収
納
対
策
に
積
極
的
に
取
り
組
む
こ
と
。

第
５　

市
町
に
お
け
る
保
険
給
付
の
適
正
な

実
施
に
関
す
る
事
項

１　

保
険
給
付
の
点
検
、
事
後
調
整
に
関
す

る
事
項

⑴
保
険
給
付
の
点
検

診
療
報
酬
明
細
書
（
以
下
「
レ
セ
プ
ト
」
と

い
う
）
の
点
検
調
査
に
つ
い
て
は
、「
国
民
健

康
保
険
の
診
療
報
酬
明
細
書
点
検
調
査
事
務
処

理
要
領
に
つ
い
て
（
通
知
）」（
昭
和
55
年
５
月

10
日
保
険
発
第
42
号
）
に
基
づ
き
実
施
し
て
い

る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、被
保
険
者
資
格
の
点
検
、

調
剤
報
酬
明
細
書
と
の
突
合
、
縦
覧
点
検
等
に

つ
い
て
は
、
強
化
さ
れ
た
連
合
会
の
レ
セ
プ
ト

審
査
機
能
を
活
用
す
る
等
、
よ
り
効
率
的
な
調

査
を
実
施
す
る
こ
と
。

ま
た
、
レ
セ
プ
ト
点
検
調
査
を
計
画
的
に
実

施
す
る
た
め
の
点
検
体
制
の
整
備
に
つ
い
て

は
、
医
療
事
務
経
験
者
等
を
嘱
託
員
に
採
用
す

る
、
専
門
業
者
へ
委
託
す
る
等
し
て
充
実
す
る

こ
と
。

⑵
不
当
利
得
へ
の
対
応

不
当
利
得
の
事
務
処
理
に
つ
い
て
は
、「
被

保
険
者
資
格
喪
失
後
の
受
診
に
よ
り
発
生
す
る

返
還
金
の
保
険
者
間
で
の
調
整
に
つ
い
て
」（
平

成
26
年
12
月
５
日
保
国
発
1
2
0
5
第
１
号
）

に
基
づ
き
、
保
険
者
間
調
整
を
積
極
的
に
活
用

す
る
ほ
か
、「
不
当
利
得
の
返
還
金
に
か
か
る

債
権
管
理
等
の
適
正
化
に
つ
い
て
」（
平
成
25

年
７
月
19
日
保
国
発
0
7
1
9
第
１
号
）
に
基

づ
き
、
返
還
金
債
権
の
把
握
及
び
管
理
並
び
に

療
養
給
付
費
等
負
担
金
の
適
正
な
算
定
を
行
う

と
と
も
に
、
債
権
回
収
に
努
め
る
こ
と
。

２　

療
養
費
の
支
給
の
適
正
化
に
関
す
る
事
項

⑴
柔
道
整
復
、
あ
ん
摩
・
マ
ッ
サ
ー
ジ
、
は

り
・
き
ゅ
う

柔
道
整
復
師
等
の
施
術
に
お
け
る
保
険
給
付

の
範
囲
等
に
つ
い
て
、
広
報
等
に
よ
り
柔
道
整

復
療
養
費
等
に
対
す
る
被
保
険
者
の
関
心
を
高

め
、
適
正
化
を
進
め
る
こ
と
。

特
に
、
柔
道
整
復
療
養
費
に
つ
い
て
は
、
申

請
書
の
内
容
点
検
に
つ
い
て
は
、
疑
義
（
多
部

位
、長
期
又
は
頻
度
が
高
い
）
が
生
じ
た
場
合
、

必
要
に
応
じ
て
被
保
険
者
に
文
書
照
会
や
聞
き

取
り
を
行
う
こ
と
に
よ
り
施
術
の
状
況
等
を
確

認
し
、
支
給
の
適
正
化
に
努
め
る
こ
と
。

ま
た
、
支
払
前
の
資
格
確
認
を
徹
底
し
て
行

う
こ
と
。

⑵
海
外
療
養
費

支
給
申
請
に
対
す
る
審
査
の
強
化
と
し
て
、

航
空
券
等
海
外
に
渡
航
し
た
事
実
が
確
認
で
き

る
書
類
の
写
し
及
び
保
険
者
が
海
外
療
養
を
担

当
し
た
者
に
照
会
す
る
こ
と
に
関
す
る
被
保
険

者
の
同
意
書
を
求
め
る
こ
と
。
ま
た
、
不
正
請

求
事
例
が
判
明
し
た
場
合
に
は
、「
海
外
療
養

費
の
不
正
請
求
対
策
等
に
つ
い
て
」（
平
成
25

年
12
月
６
日
保
国
発
1
2
0
6
第
1
号
）
に
基

づ
き
、
県
に
報
告
す
る
こ
と
。

３　

第
三
者
求
償
の
取
組
強
化
に
関
す
る
事
項

第
三
者
求
償
事
務
に
つ
い
て
は
、
第
三
者
行

為
の
発
見
手
段
の
拡
大
及
び
被
保
険
者
に
対
す

る
周
知
広
報
の
強
化
に
よ
り
、
確
実
か
つ
速
や

か
な
傷
病
届
の
提
出
の
励
行
を
図
る
こ
と
。
ま

た
、求
償
事
務
の
取
組
の
底
上
げ
を
図
る
た
め
、

P
D
C
A
サ
イ
ク
ル
（
現
状
の
取
組
評
価
・
事

務
改
善
・
数
値
目
標
の
設
定
）
を
確
立
、
循
環

さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
継
続
的
に
求
償
事
務
の

取
組
強
化
を
進
め
る
こ
と
。

４　

高
額
療
養
費
の
多
数
回
該
当
の
取
扱
い

に
関
す
る
事
項

高
額
療
養
費
の
多
数
回
該
当
の
判
断
に
当

た
っ
て
は
、
世
帯
主
に
着
目
し
て
適
切
に
世
帯

の
継
続
性
を
判
定
す
る
こ
と
。
ま
た
、
世
帯
の

継
続
性
の
判
定
の
取
扱
い
は
、
国
の
参
酌
基
準

に
基
づ
く
こ
と
。

第
６　

医
療
費
の
適
正
化
に
向
け
た
取
組

１　

特
定
健
康
診
査
受
診
率
及
び
特
定
保
健

指
導
実
施
率
の
向
上

第
３
期
特
定
健
康
診
査
等
実
施
計
画
に
基
づ

き
、
実
施
率
の
向
上
に
向
け
た
取
組
を
行
う
こ

と
。
ま
た
、
対
象
者
自
ら
が
健
康
状
態
を
自
覚

栃木県国民健康保険団体連合会「栃木の国保」 4



し
、
生
活
習
慣
改
善
の
必
要
性
を
理
解
し
た
上

で
実
践
に
つ
な
げ
ら
れ
る
よ
う
、
対
象
者
の
個

別
性
を
重
視
し
た
効
果
的
な
保
健
指
導
を
実
施

す
る
こ
と
。

２　

デ
ー
タ
ヘ
ル
ス
計
画
の
策
定
と
Ｐ
Ｄ
Ｃ

Ａ
サ
イ
ク
ル
に
基
づ
く
効
率
的
・
効
果
的

な
保
健
事
業
の
実
施
に
向
け
た
取
組

保
健
事
業
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、「
国
民

健
康
保
険
法
に
基
づ
く
保
健
事
業
の
実
施
等
に

関
す
る
指
針
」（
平
成
16
年
厚
生
労
働
省
告
示

第
3
0
7
号
）
に
基
づ
き
、
保
健
事
業
の
実
施

計
画
（
デ
ー
タ
ヘ
ル
ス
計
画
）
を
策
定
す
る
と

と
も
に
、
生
活
習
慣
病
予
防
対
策
等
、
地
域
の

課
題
に
応
じ
た
保
健
事
業
を
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
サ
イ
ク

ル
に
基
づ
き
実
施
す
る
こ
と
。

３　

糖
尿
病
等
生
活
習
慣
病
重
症
化
予
防
に

向
け
た
取
組

「
栃
木
県
糖
尿
病
重
症
化
予
防
プ
ロ
グ
ラ

ム
」
等
に
基
づ
き
、
医
療
機
関
へ
の
受
診
勧

奨
や
か
か
り
つ
け
医
と
連
携
し
た
保
健
指
導

を
行
う
こ
と
。

４　

後
発
医
薬
品
の
安
心
使
用
の
促
進
に
関

す
る
取
組

後
発
医
薬
品
に
つ
い
て
は
、
後
発
医
薬
品
希

望
シ
ー
ル
及
び
カ
ー
ド
の
配
布
及
び
後
発
医
薬

品
を
使
用
し
た
場
合
の
医
療
費
の
額
の
通
知

（
差
額
通
知
）
等
、
後
発
医
薬
品
の
積
極
的
な

活
用
を
促
進
す
る
こ
と
。

５　

適
切
な
受
療
行
動
の
促
進
（
重
複
・
頻

回
受
診
等
の
是
正
）
に
向
け
た
取
組

重
複
・
頻
回
受
診
者
に
対
す
る
保
健
師
の
訪

問
活
動
に
つ
い
て
は
、「
重
複
・
頻
回
受
診
者

に
係
る
医
療
費
適
正
化
対
策
の
推
進
に
つ
い

て
（
通
知
）」（
平
成
10
年
８
月
５
日
保
険
発
第

1
2
6
号
）
に
基
づ
き
、
積
極
的
に
推
進
す
る

こ
と
。

６　

医
療
費
等
の
分
析

医
療
費
等
の
分
析
に
つ
い
て
は
、
診
療
諸
率

の
経
年
的
な
傾
向
把
握
、
他
の
保
険
者
と
の
医

療
費
実
態
の
比
較
、
疾
病
構
造
、
長
期
入
院
者

及
び
重
複
・
頻
回
受
診
者
の
動
向
の
把
握
・
分

析
等
に
よ
り
、
医
療
費
等
の
現
状
と
問
題
点
を

的
確
に
把
握
し
、
医
療
費
の
適
正
化
に
必
要
な

施
策
に
反
映
す
る
こ
と
。 

ま
た
、
将
来
に
向
け
て
医
療
費
適
正
化
対
策

を
効
果
的
に
実
施
す
る
た
め
、
連
合
会
等
と
連

携
し
、
調
査
・
研
究
を
行
う
こ
と
。 

な
お
、連
合
会
か
ら
提
供
さ
れ
る
疾
病
統
計
、

長
期
入
院
者
、
重
複
・
頻
回
受
診
者
、
柔
整
内

容
点
検
リ
ス
ト
等
の
資
料
を
十
分
活
用
し
、
医

療
費
適
正
化
対
策
の
内
容
を
充
実
す
る
こ
と
。

第
７　

保
健
医
療
サ
ー
ビ
ス
及
び
福
祉
サ
ー

ビ
ス
に
関
す
る
施
策
そ
の
他
の
関
連
施
策

と
の
連
携

１　

地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
構
築
に
向
け

た
取
組

医
療
・
介
護
・
生
活
支
援
等
が
一
体
的
に
提

供
さ
れ
る
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
構
築
の
実

現
に
向
け
て
、
課
題
を
抱
え
る
被
保
険
者
の
把

握
と
働
き
か
け
、
地
域
で
被
保
険
者
を
支
え
る

仕
組
み
づ
く
り
や
地
域
で
被
保
険
者
を
支
え
る

ま
ち
づ
く
り
等
に
取
り
組
む
こ
と
。

２　

直
営
診
療
施
設 

保
険
者
が
設
置
す
る
直
営
診
療
施
設
に
つ
い

て
は
、
国
保
の
被
保
険
者
を
始
め
と
し
た
地
域

住
民
に
対
し
て
、
保
健
・
医
療
・
福
祉
の
各
般

に
わ
た
る
総
合
的
な
処
遇
を
行
う
う
え
で
極
め

て
重
要
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
が
期
待
さ
れ
て

い
る
の
で
、
地
域
住
民
に
対
す
る
医
療
・
健
康

に
関
す
る
相
談
部
門
を
設
置
す
る
等
、
総
合
的

な
機
能
が
発
揮
で
き
る
よ
う
充
実
す
る
こ
と
。

第
８　

そ
の
他

１　

補
助
金
申
請
事
務
等
の
適
正
化

補
助
金
の
申
請
等
に
係
る
事
務
処
理
に
つ
い

て
は
、
会
計
実
地
検
査
等
に
お
い
て
多
数
の
不

適
正
な
事
務
処
理
が
判
明
し
て
お
り
、
自
主
点

検
に
よ
る
適
正
化
を
実
施
し
て
い
る
と
こ
ろ
で

あ
る
が
、
今
後
は
、「
国
民
健
康
保
険
関
係
国

庫
補
助
金
等
に
か
か
る
事
務
処
理
の
適
正
化
に

つ
い
て
（
通
知
）」（
平
成
28
年
12
月
８
日
保
国

発
1
2
0
8
第
１
号
）
等
関
係
通
知
を
参
考
に

す
る
と
と
も
に
、
申
請
誤
り
が
生
じ
な
い
よ
う

な
防
止
策
（
誤
り
や
す
い
事
項
に
つ
い
て
の
確

認
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
作
成
等
）
を
講
じ
る
等
、
適

正
な
事
務
処
理
の
た
め
に
必
要
な
体
制
の
整
備

を
図
る
こ
と
。

２　

不
正
及
び
事
故
の
防
止

不
正
及
び
事
故
の
防
止
に
つ
い
て
は
、
不
正

及
び
事
故
の
発
生
を
未
然
に
防
止
す
る
た
め
、

事
務
処
理
方
式
の
見
直
し
、
相
互
牽
制
体
制
等

の
管
理
体
制
の
充
実
及
び
自
主
的
監
査
の
実
施

等
不
正
及
び
事
故
の
防
止
に
万
全
を
期
す
こ
と

と
し
、
不
正
及
び
事
故
が
発
生
し
た
場
合
は
、

速
や
か
に
県
に
報
告
す
る
こ
と
。

な
お
、
特
定
個
人
情
報
の
漏
え
い
事
案
等
が

発
生
し
た
場
合
の
対
応
に
つ
い
て
は
、「
独
立

行
政
法
人
等
及
び
地
方
公
共
団
体
等
に
お
け
る

特
定
個
人
情
報
の
漏
え
い
事
案
等
が
発
生
し
た

場
合
の
対
応
に
つ
い
て
（
平
成
27
年
特
定
個
人

情
報
保
護
委
員
会
告
示
第
1
号
）」
に
基
づ
き
、

事
案
に
よ
っ
て
は
個
人
情
報
保
護
委
員
会
へ
報

告
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
場
合
、
県
に
も
情

報
提
供
す
る
こ
と
。

３　

国
民
健
康
保
険
運
営
協
議
会
の
充
実 

国
民
健
康
保
険
運
営
協
議
会
に
つ
い
て
は
、

国
保
事
業
の
適
正
か
つ
安
定
的
な
運
営
を
図
る

た
め
に
重
要
な
審
議
機
関
で
あ
る
の
で
、
事
業

運
営
の
課
題
・
問
題
点
を
十
分
に
審
議
す
る
等

積
極
的
に
開
催
す
る
こ
と
。

４　

保
険
者
協
議
会
に
お
け
る
各
保
険
者
と

の
連
携
・
協
力 

保
険
者
協
議
会
に
つ
い
て
は
、
保
健
事
業
等

の
効
率
的
で
円
滑
な
事
業
運
営
を
図
る
た
め
、

各
保
険
者
と
の
連
携
・
協
力
に
努
め
る
こ
と
。

５　

情
報
開
示 

レ
セ
プ
ト
開
示
に
つ
い
て
は
、「
診
療
報

酬
明
細
書
等
の
被
保
険
者
へ
の
開
示
に
つ
い

て
（
通
知
）」（
平
成
17
年
３
月
31
日
保
発
第

0
3
3
1
0
0
7
号
、
平
成
23
年
６
月
20
日
付
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け
保
発
0
6
2
0
第
２
号
に
よ
り
一
部
改
正
）

に
基
づ
き
行
う
こ
と
。

６　

国
民
健
康
保
険
事
業
に
係
る
検
証

市
町
は
、
毎
年
度
、
事
業
の
実
施
状
況
を
分

析
・
評
価
し
、
必
要
に
応
じ
て
改
善
に
取
り
組

む
こ
と
。

○
国
保
組
合
に
関
す
る
事
項

上
記
の
ほ
か
、
国
民
健
康
保
険
組
合
の
運
営

に
当
た
っ
て
は
、以
下
の
点
に
留
意
す
る
こ
と
。

１　

適
用
の
適
正
化

被
保
険
者
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
組
合
規
約

に
定
め
る
組
合
員
の
業
種
（
現
に
業
務
に
従
事

し
て
い
る
か
否
か
を
含
む
。）、
住
所
、
勤
務
先

の
業
態
及
び
健
康
保
険
の
適
用
除
外
承
認
手
続

き
の
確
認
を
徹
底
す
る
こ
と
。 

ま
た
、「
国
民
健
康
保
険
組
合
の
組
合
員
資

格
の
適
正
な
取
扱
い
に
つ
い
て
」（
平
成
24
年

３
月
26
日
保
国
発
0
3
2
6
第
１
号
）
に
基
づ

き
、
定
期
的
に
被
保
険
者
資
格
の
確
認
を
行
う

等
、
適
正
な
取
扱
を
徹
底
す
る
こ
と
。 

２　

法
令
遵
守
体
制
の
整
備

「
国
民
健
康
保
険
組
合
に
お
け
る
法
令
遵
守

（
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
）
体
制
の
整
備
に
つ
い

て
（
通
知
）」（
平
成
22
年
９
月
10
日
保
国
発

0
9
1
0
第
１
号
）
に
基
づ
き
、
法
令
遵
守
体

制
の
整
備
に
取
り
組
む
こ
と
。 

３　

個
人
情
報
等
の
適
正
な
管
理

国
保
組
合
が
扱
う
個
人
情
報
等
の
重
要
情
報

に
つ
い
て
は
、
個
人
情
報
保
護
法
及
び
「
国
民

健
康
保
険
組
合
に
お
け
る
個
人
情
報
の
適
切
な

取
扱
い
の
た
め
の
ガ
イ
ダ
ン
ス
に
つ
い
て
（
通

知
）」（
平
成
29
年
４
月
14
日
個
情
第
5
4
0
号
、

保
発
0
4
1
4
第
16
号
）
に
基
づ
き
適
正
な
管

理
に
取
り
組
む
こ
と
。

○
国
保
連
合
会
に
関
す
る
事
項

第
１　

審
査
の
充
実
強
化

レ
セ
プ
ト
の
審
査
支
払
事
務
に
つ
い
て
は
、

審
査
専
門
部
会
の
審
査
対
象
の
拡
大
、
事
務
点

検
期
間
及
び
審
査
委
員
会
に
お
け
る
審
査
期
間

の
延
長
等
に
よ
り
事
務
共
助
の
充
実
及
び
審
査

体
制
を
拡
充
し
、
審
査
の
充
実
・
強
化
及
び
効

率
化
に
努
め
る
こ
と
。

第
２　

保
険
者
支
援

１　

保
険
者
事
務
共
同
電
算
処
理
事
業
等
の

充
実
・
強
化 

保
険
者
事
務
共
同
電
算
処
理
事
業
及
び
第
三

者
行
為
求
償
事
務
共
同
処
理
事
業
に
つ
い
て

は
、
保
険
者
の
事
務
処
理
の
効
率
化
等
を
図
る

た
め
充
実
・
強
化
す
る
こ
と
。 

特
に
第
三
者
求
償
に
つ
い
て
は
、
研
修
会

の
開
催
や
損
害
保
険
関
係
団
体
、
医
療
機
関

等
と
の
連
携
強
化
に
加
え
、
直
接
求
償
事
務

に
関
し
て
、
保
険
者
の
ニ
ー
ズ
に
専
門
的
・

的
確
に
応
じ
ら
れ
る
よ
う
、
将
来
的
に
全
て

の
傷
害
事
故
に
つ
い
て
受
託
で
き
る
体
制
を

構
築
す
る
こ
と
。

２　

医
療
費
分
析
等
の
充
実
・
活
用 

医
療
費
分
析
等
に
つ
い
て
は
、
保
険
者
に
お

い
て
医
療
費
等
の
分
析
結
果
に
基
づ
く
効
果
的

な
保
健
事
業
の
実
施
を
図
る
た
め
、
疾
病
統
計

及
び
重
複
・
頻
回
受
診
者
リ
ス
ト
等
の
充
実
を

図
る
と
と
も
に
そ
の
活
用
方
法
の
教
示
等
を
行

う
こ
と
。

な
お
、
疾
病
統
計
等
に
つ
い
て
は
、
保
険
者

に
と
っ
て
有
効
か
つ
必
要
な
も
の
と
な
っ
て
い

る
か
活
用
状
況
を
把
握
し
、
的
確
な
情
報
を
提

供
す
る
と
と
も
に
電
算
事
務
の
効
率
化
を
推
進

す
る
こ
と
。

３　

レ
セ
プ
ト
点
検
調
査
の
支
援 

レ
セ
プ
ト
点
検
調
査
の
支
援
に
つ
い
て

は
、
保
険
者
に
お
け
る
レ
セ
プ
ト
点
検
調

査
の
内
容
点
検
の
充
実
を
図
る
た
め
、
保

険
者
の
実
態
に
応
じ
た
レ
セ
プ
ト
点
検
調

査
に
係
る
研
修
及
び
内
容
点
検
を
的
確
に

行
う
た
め
の
情
報
提
供
等
積
極
的
な
支
援

を
行
う
こ
と
。

４　

保
健
事
業
の
支
援 

保
健
事
業
の
支
援
に
つ
い
て
は
、
特
定
健
康

診
査
・
特
定
保
健
指
導
の
円
滑
な
実
施
を
図
る

と
と
も
に
、
保
険
者
に
お
け
る
保
健
事
業
の
推

進
を
図
る
た
め
、
デ
ー
タ
ヘ
ル
ス
計
画
の
策
定

支
援
を
は
じ
め
、
健
診
結
果
デ
ー
タ
等
を
活
用

し
て
各
保
険
者
の
実
態
に
応
じ
た
効
果
的
な
保

健
事
業
の
企
画
、
評
価
、
調
査
・
研
究
等
、
各

種
の
施
策
の
支
援
を
行
う
と
と
も
に
保
健
師
活

動
を
充
実
す
る
こ
と
。

ま
た
、
保
険
者
が
行
う
保
健
・
福
祉
事
業
と

の
連
携
に
配
意
し
た
保
健
事
業
の
展
開
に
対
す

る
支
援
等
に
も
配
意
す
る
こ
と
。

５　

保
険
料（
税
）収
納
率
向
上
対
策
の
支
援 

連
合
会
の
保
険
料
（
税
）
収
納
率
向
上
ア

ド
バ
イ
ザ
ー
を
活
用
し
て
、
保
険
者
に
対
し

て
長
期
滞
納
・
収
納
困
難
事
案
へ
の
対
応
方

法
の
相
談
及
び
職
員
研
修
に
よ
る
職
員
の
資

質
向
上
等
収
納
率
向
上
の
た
め
の
保
険
者
支

援
を
行
う
こ
と
。

第
３　

そ
の
他

１　

個
人
情
報
等
を
含
む
重
要
情
報
の
適
正

管
理

連
合
会
が
扱
う
個
人
情
報
等
の
重
要
情
報
に

つ
い
て
は
、
個
人
情
報
保
護
法
及
び
「
国
民
健

康
保
険
団
体
連
合
会
等
に
お
け
る
個
人
情
報
の

適
切
な
取
扱
い
の
た
め
の
ガ
イ
ダ
ン
ス
に
つ
い

て
」（
平
成
29
年
４
月
14
日
個
情
第
5
4
1
号
、

保
発
第
0
4
1
4
第
１
号
）
に
基
づ
き
適
正
な

管
理
に
取
り
組
む
こ
と
。

２　

事
務
の
改
善
等

連
合
会
に
お
け
る
不
正
及
び
事
故
の
防
止
に

つ
い
て
は
、
保
険
者
に
関
す
る
事
項
の
８
の
⑵

に
準
じ
て
実
施
す
る
こ
と
。

な
お
、
特
定
個
人
情
報
の
漏
え
い
事
案
等
が

発
生
し
た
場
合
の
対
応
に
つ
い
て
は
、「
事
業

者
に
お
け
る
特
定
個
人
情
報
の
漏
え
い
事
案
等

が
発
生
し
た
場
合
の
対
応
に
つ
い
て
（
平
成
27

年
特
定
個
人
情
報
保
護
委
員
会
告
示
第
２
号
）」

に
基
づ
き
、
個
人
情
報
保
護
委
員
会
へ
報
告
す

る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
場
合
、
県
に
も
情
報
提

供
す
る
こ
と
。
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栃
木
市
は
、
平
成
22
年
の
合
併
か
ら

３
月
29
日
で
丸
８
年
を
迎
え
ま
し
た
。

そ
の
間
、
市
民
の
一
体
感
の
醸
成
を
図

り
、
各
種
事
業
に
取
り
組
ん
で
ま
い
り

ま
し
た
。

昨
年
は
、田
舎
暮
ら
し
の
専
門
誌
「
住

み
た
い
田
舎
ベ
ス
ト
ラ
ン
キ
ン
グ
」
に

お
い
て
、
本
市
は
、「
若
者
世
代
部
門
」、

「
子
育
て
世
代
部
門
」
の
２
部
門
で
全
国

１
位
を
獲
得
し
、「
あ
っ
た
か
住
ま
い
る

バ
ン
ク
」
や
「
蔵
の
街
や
ど
か
り
の
家
」

な
ど
、
本
市
の
移
住
・
定
住
施
策
が
全

国
的
に
注
目
を
集
め
ま
し
た
。

定
住
人
口
の
増
加
を
図
る
た
め
に
不

可
欠
な
雇
用
の
創
出
、
産
業
の
振
興
の

面
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
整
備
を
進

め
て
き
た
「
千
塚
産
業
団
地
」
の
本
格

分
譲
を
昨
年
７
月
に
開
始
し
ま
し
た
。

既
に
約
６
割
の
分
譲
が
決
ま
っ
て
お
り
、

今
後
も
積
極
的
な
企
業
誘
致
を
進
め
て

ま
い
り
ま
す
。

ま
た
、
昨
年
は
初
め
て
、
子
育
て
世

代
か
ら
生
の
声
を
伺
う
「
子
育
て
世
代

ふ
れ
あ
い
ト
ー
ク
」
を
２
回
開
催
し
ま

し
た
。
皆
さ
ん
の
貴
重
な
ご
意
見
を
参

考
に
、「
子
育
て
世
代
部
門
」１
位
に
な
っ

た
本
市
の
子
育
て
施
策
を
、
な
お
一
層

充
実
さ
せ
て
ま
い
り
ま
す
。

加
え
て
、
栃
木
市
で
は
、
健
康
寿

命
の
延
伸
を
目
指
し
、
昨
年
９
月
に

「
あ
っ
た
か
と
ち
ぎ
健
康
都
市
宣
言
」

を
行
い
ま
し
た
。
家
庭
・
学
校
・
職
場
・

地
域
が
互
い
に
協
力
し
、
支
え
合
い

な
が
ら
一
人
ひ
と
り
が
健
康
づ
く
り

の
輪
を
広
げ
、
誰
も
が
幸
せ
な
人
生

を
送
る
こ
と
が
で
き
る
「
み
ん
な
が

笑
顔
の
あ
っ
た
か
栃
木
市
」
の
実
現

を
図
り
ま
す
。

さ
て
、
本
市
の
国
保
運
営
協
議
会
会

長
を
務
め
ら
れ
る
永
田
武
志
氏
は
、
旧

大
平
町
の
町
議
会
議
員
を
経
て
、
平
成

22
年
に
栃
木
市
の
市
議
会
議
員
に
当
選

さ
れ
、
現
在
３
期
目
で
す
。
民
生
常
任

委
員
長
、
議
会
運
営
委
員
長
等
の
要
職

を
歴
任
さ
れ
、
幅
広
い
分
野
で
ご
活
躍

さ
れ
て
い
ま
す
。
今
年
５
月
に
、
国
保

運
営
協
議
会
会
長
に
就
任
さ
れ
、
国
民

健
康
保
険
の
健
全
運
営
の
た
め
、
ご
尽

力
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

平
成
30
年
度
か
ら
国
保
の
財
政
運

営
の
責
任
主
体
が
県
と
な
り
、
新
た

な
国
保
制
度
が
ス
タ
ー
ト
し
た
と
こ

ろ
で
す
が
、
永
田
会
長
に
は
、
豊
か

な
経
験
と
知
識
を
生
か
し
、
国
民
健

康
保
険
の
一
層
の
安
定
運
営
の
た
め

に
、
ご
活
躍
い
た
だ
け
る
こ
と
を
期

待
し
て
お
り
ま
す
。

会
長
の
一
言

「国保制度改革を迎えて」
国保制度改革により、国民健康保険制度は大きな曲がり角を迎えまし

た。今回の制度改革により、財政基盤の強化が図られましたが、１人当
たりの医療費は伸び続けており、今後も収納率の向上や医療費の適正化
など市の取組みが重要であると認識しています。被保険者の皆さんが安
心して医療を受けられるよう尽力してまいります。

国保運協会長プロフィール

永
なが

田
た

武
たけ

志
し

栃木市
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国保年金課　川俣課長 納税課の窓口の様子

お
や
ま

開
運
の
ま
ち

突 撃 ル ポ

みてある き

『
水
と
緑
の
大
地
』
の
自
然
豊
か
な

『
ま
ち
』

栃
木
県
の
南
部
に
位
置
し
、
東
京
圏
か
ら
は

北
に
約
60
㎞
、
県
都
宇
都
宮
市
か
ら
は
南
に
約

30
㎞
の
距
離
に
あ
り
、
農
業
・
工
業
・
商
業
の

調
和
の
と
れ
た
「
ま
ち
」
と
な
っ
て
い
る
小
山

市
。
現
在
も
人
口
が
増
加
を
続
け
る
栃
木
県
第

2
の
「
南
都
」
で
す
。

地
形
は
関
東
平
野
の
ほ
ぼ
中
央
部
で
、
市
中

央
部
に
は
思
川
が
、
東
部
に　

は
鬼
怒
川
が
、

小山市

第 120 回 小山市

西
部
に
は
巴
波
川
が
流
れ
て
お
り
、
南
西
部
に

は
ラ
ム
サ
ー
ル
条
約
湿
地
に
登
録
さ
れ
た
「
渡

良
瀬
遊
水
地
」
や
、
北
東
部
に
は
国
の
た
め
池

百
選
に
選
定
さ
れ
た「
羽
川
大
沼
等
」の
ほ
か
、

周
辺
部
に
は
農
地
や
平
地
林
が
広
が
る
「
水
と

緑
の
大
地
」
の
自
然
豊
か
な
「
ま
ち
」
と
な
っ

て
お
り
、
こ
れ
ら
の
特
性
を
活
か
し
た
ま
ち
づ

く
り
を
進
め
て
い
ま
す
。

ま
た
心
豊
か
で
元
気
の
よ
い
青
少
年
の
育
成

と
、
市
民
の
健
康
づ
く
り
の
た
め
、「
市
民
一

人
一
ス
ポ
ー
ツ
」
を
推
進
し
て
お
り
、
平
成
26

年
６
月
に
県
内
初
の
「
ス
ポ
ー
ツ
都
市
宣
言
」

を
い
た
し
ま
し
た
。
昨
年
か
ら
は
栃
木
県
初
の

プ
ロ
野
球
チ
ー
ム
「
栃
木
ゴ
ー
ル
デ
ン
ブ
レ
ー

ブ
ス
」
が
小
山
市
を
ホ
ー
ム
グ
ラ
ウ
ン
ド
と
し

て
活
動
を
始
め
、
益
々
盛
り
上
が
り
を
見
せ
て

お
り
ま
す
。

首
都
圏
に
位
置
す
る
と
い
う
有
利
な
地
理
的

条
件
を
最
大
限
に
活
か
し
、
人
と
企
業
を
呼
び

込
み
、「
北
関
東
の
拠
点
都
市
」
の
形
成
に
向

け
て
、
産
業
の
更
な
る
活
性
化
に
取
り
組
ん
で

い
ま
す
。

今
回
は
豊
か
な
自
然
を
活
か
し
た
ま
ち
づ
く

り
を
進
め
る
小
山
市
を
訪
ね
、
医
療
費
適
正
化

対
策
の
課
題
や
問
題
点
、
税
収
納
率
向
上
や
保

健
事
業
の
取
り
組
み
等
に
つ
い
て
う
か
が
っ
た

内
容
を
紹
介
し
ま
す
。

連
携
し
て
臨
む

ポ
リ
フ
ァ
ー
マ
シ
ー
対
策

国
保
年
金
課
の
宮
田
係
長
に
、
課
の
取
り
組

み
に
つ
い
て
う
か
が
い
ま
し
た
。
宮
田
係
長
は

「
医
療
費
適
正
化
対
策
と
し
て
、
平
成
29
年
度

か
ら
ポ
リ
フ
ァ
ー
マ
シ
ー
対
策
に
取
り
組
ん
で

い
ま
す
。
平
成
29
年
度
は
レ
セ
プ
ト
デ
ー
タ
を

分
析
し
、
複
数
の
医
療
機
関
を
受
診
し
、
６
剤

以
上
の
薬
剤
を
14
日
以
上
処
方
さ
れ
て
い
る
被

保
険
者
を
年
齢
・
薬
剤
数
別
に
抽
出
し
、
こ
の

デ
ー
タ
を
基
に
医
師
会
、
薬
剤
師
会
と
協
議
を

行
い
ま
し
た
。
平
成
29
年
度
よ
り
、
新
小
山
市

民
病
院
に
お
い
て
、
小
山
地
区
医
師
会
や
小
山

市
薬
剤
師
会
と
連
携
し
た
薬
剤
の
調
整
（
減
薬

等
）
が
実
施
さ
れ
て
お
り
、
国
保
年
金
課
で
は

健
康
増
進
部
門
と
連
携
し
、
お
薬
手
帳
の
適
正

活
用
に
つ
い
て
啓
発
活
動
を
行
っ
て
い
ま
す
。」

と
話
し
ま
す
。
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国保年金課　宮田係長

多様な動植物が生息する自然豊かな渡良瀬遊水地。
2017年7月3日にラムサール条約湿地に登録されました。

平成28年1月4日に移転・開院した新小山市民病院。

小山市の伝統産業であり、世界のユネスコ無形遺産に登録された本場結
城紬。登録日の 11 月 16 日を「小山きものの日」としてイベントを開催。

お
薬
手
帳
の
適
正
活
用
啓
発

お
薬
手
帳
の
適
正
活
用
啓
発
の
周
知
方
法
に

つ
い
て
う
か
が
う
と
「
保
険
証
送
付
の
時
に
チ

ラ
シ
を
同
封
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
以
外
に
も
、

ケ
ア
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
で
あ
れ
ば
相
対
し
て
お
話

し
す
る
機
会
が
あ
り
ま
す
の
で
、
お
薬
手
帳
の

適
正
活
用
の
啓
発
に
つ
い
て
直
接
説
明
し
て
い

た
だ
く
よ
う
協
力
を
依
頼
し
て
い
ま
す
。
特
に

ケ
ア
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
は
お
薬
の
管
理
も
行
っ
て

い
る
方
も
多
い
の
で
、
お
薬
手
帳
を
持
っ
て
い

る
か
、
適
正
に
活
用
し
て
い
る
か
を
確
認
し
て

い
た
だ
い
て
い
ま
す
。」
と
直
接
訴
え
か
け
る

重
要
性
に
つ
い
て
強
調
し
ま
す
。「
ま
た
、
新

た
な
啓
発
の
手
段
と
し
て
、
昨
年
11
月
に
開
局

し
た
、小
山
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
Ｆ
Ｍ
『
お
ー
ラ
ジ
』

を
活
用
。
新
小
山
市
民
病
院
の
薬
剤
師
と
出
演

し
、
専
門
的
な
話
を
交
え
な
が
ら
、
お
薬
手
帳

の
大
切
さ
や
活
用
方
法
に
つ
い
て
啓
発
し
ま
し

た
。」
と
続
け
ま
す
。

課
題
は
減
薬
へ
向
け
た
指
導

ポ
リ
フ
ァ
ー
マ
シ
ー
対
策
を
実
際
に
始
め

て
見
え
て
き
た
問
題
点
に
つ
い
て
は
「
ポ
リ

フ
ァ
ー
マ
シ
ー
対
策
の
た
め
に
抽
出
し
た
デ
ー

タ
に
は
、
精
神
疾
患
に
対
す
る
薬
が
多
く
含
ま

れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
精
神
疾
患

に
対
す
る
薬
は
、
指
導
、
減
薬
に
つ
な
げ
る
こ

と
が
難
し
い
と
い
う
の
が
現
状
で
す
。
今
後
は

抽
出
対
象
か
ら
精
神
疾
患
に
対
す
る
薬
を
除
外

す
る
な
ど
し
て
精
度
を
上
げ
て
い
け
ば
、
指
導

に
つ
な
が
る
事
例
も
増
え
る
の
で
は
な
い
か
と

思
い
ま
す
。」
と
話
し
ま
す
。

消
防
と
連
携
し
て
行
う
第
三
者
行

為
の
レ
セ
プ
ト
突
合

続
け
て
保
険
者
努
力
支
援
制
度
で
力
を
入
れ

て
い
る
取
り
組
み
に
つ
い
て
う
か
が
う
と
「
第

三
者
行
為
該
当
の
レ
セ
プ
ト
に
つ
い
て
、
傷
病

名
や
新
聞
記
事
か
ら
の
抽
出
を
徹
底
し
て
行
っ

て
い
ま
す
。
骨
折
や
挫
傷
の
病
名
の
み
で
抽
出

す
る
と
膨
大
な
数
の
レ
セ
プ
ト
に
な
っ
て
し
ま

う
こ
と
に
加
え
、
交
通
事
故
に
起
因
す
る
傷
病

で
あ
る
の
か
を
判
断
す
る
こ
と
は
非
常
に
難
し

い
が
、
消
防
か
ら
い
た
だ
い
た
リ
ス
ト
を
使
う

と
突
合
が
可
能
に
な
る
の
で
、
非
常
に
重
宝
し

て
い
ま
す
。」
と
力
強
く
話
し
ま
す
。
県
内
で

も
数
少
な
い
消
防
と
の
連
携
を
行
っ
て
い
る
こ

と
か
ら
も
、
第
三
者
行
為
の
レ
セ
プ
ト
に
対
す

る
力
の
入
れ
具
合
が
う
か
が
え
ま
し
た
。

特
定
健
診
受
診
率
向
上
を
目
指
し

特
定
健
診
受
診
率
向
上
に
向
け
て
の
取
り
組

み
に
つ
い
て
国
保
年
金
課
の
須
藤
係
長
は
「
昨

年
度
か
ら
始
ま
っ
た
『
と
く
ナ
ビ
Ａ
Ｉ
』
を
活

用
し
、
未
受
診
の
方
へ
の
勧
奨
ハ
ガ
キ
を
送
付

し
ま
し
た
。
現
時
点
で
今
ま
で
特
定
健
診
を
受

関東最大級の花火大会のひとつであるおやまサマーフェスティバル。
打ち上げ数約 2 万発、来場者数約 50 万人。

栃木県国民健康保険団体連合会「栃木の国保」9



ユニバーサルデザイン

市民税課　臼井主事（左）、松沼係長（右）

納税課　江田係長

国保年金課　須藤係長

け
て
い
な
か
っ
た
方
の
受
診
率
が
勧
奨
後
に
伸

び
て
い
る
と
の
中
間
報
告
を
受
け
て
い
ま
す
。」

と
期
待
を
込
め
ま
す
。
ま
た
そ
の
他
の
取
り
組

み
と
し
て
「（
小
山
市
で
は
）
特
定
健
診
の
費

用
は
65
歳
以
上
を
無
料
と
し
て
い
ま
し
た
が
、

平
成
30
年
度
か
ら
は
す
べ
て
無
料
化
し
ま
し

た
。
少
し
で
も
受
診
率
向
上
に
結
び
付
け
ば
と

思
い
ま
す
。」
と
期
待
を
寄
せ
ま
す
。

東
日
本
初　

国
民
健
康
保
険
税
の

ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
デ
ザ
イ
ン

続
い
て
収
納
率
向
上
の
取
り
組
み
に
つ
い

て
市
民
税
課
、
納
税
課
の
み
な
さ
ん
に
う
か

が
い
ま
し
た
。
市
民
税
課
の
松
沼
係
長
は
課

の
取
り
組
み
に
つ
い
て
「
今
年
度
か
ら
、
わ

か
り
や
す
い
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
デ
ザ
イ
ン
を
採

用
し
た
様
式
に
変
え
よ
う
と
準
備
を
進
め
て

い
る
と
こ
ろ
で
す
。
国
民
健
康
保
険
税
の
ユ

ニ
バ
ー
サ
ル
デ
ザ
イ
ン
導
入
と
い
う
こ
と
に

お
い
て
は
県
内
初
、
東
日
本
で
も
初
と
な
る

取
り
組
み
と
な
り
ま
す
。
こ
の
取
り
組
み
が

少
し
で
も
問
い
合
わ
せ
の
減
少
に
つ
な
が
れ

ば
と
思
い
ま
す
。」
と
新
た
な
取
り
組
み
へ
の

強
い
期
待
を
込
め
話
し
ま
す
。

市
税
確
保
に
向
け
て
の
取
り
組
み

次
に
納
税
課
の
江
田
係
長
に
収
納
率
向
上
へ

の
取
り
組
み
に
つ
い
て
う
か
が
い
ま
し
た
。
納

税
課
の
江
田
係
長
は
「
平
成
29
年
度
は
新
た
に

茨
城
県
結
城
市
と
合
同
で
不
動
産
公
売
、
自
動

車
公
売
、
民
間
委
託
に
よ
る
遠
隔
地
現
地
調
査

納
付
推
奨
、
そ
し
て
国
保
税
の
口
座
振
替
原

則
化
等
を
実
施
し
ま
し
た
。
平
成
30
年
度
は
Ｗ

ｅ
ｂ
口
座
振
替
受
付
を
導
入
し
口
座
振
替
を
推

進
す
る
こ
と
で
現
年
滞
納
を
抑
制
し
、
引
き
続

き
債
権
差
押
を
中
心
と
し
た
早
期
の
財
産
調
査

と
滞
納
処
分
を
行
い
ま
す
。
特
に
不
動
産
公
売

の
強
化
を
図
り
、
今
年
度
よ
り
導
入
す
る
Ｆ
Ｐ

（
フ
ァ
イ
ナ
ン
シ
ャ
ル
プ
ラ
ン
ナ
ー
）
納
税
相
談

に
よ
る
生
活
改
善
型
滞
納
整
理
手
法
と
の
両
輪

で
収
納
率
向
上
に
取
り
組
ん
で
ま
い
り
ま
す
。」

と
力
強
く
話
し
ま
す
。

Ｆ
Ｐ
で
滞
納
処
分
を
強
化

滞
納
処
分
に
つ
い
て
う
か
が
う
と
「
Ｆ
Ｐ
と

連
携
し
、
厳
し
く
滞
納
処
分
に
取
り
組
ん
で
ま

い
り
ま
す
。「
払
え
る
け
ど
払
い
た
く
な
い
人
」

に
は
厳
し
く
差
し
押
さ
え
等
を
行
い
、「
払
い

た
い
け
ど
払
え
な
い
人
」
に
は
滞
納
理
由
を
聞

き
取
っ
た
う
え
で
改
善
策
を
見
つ
け
て
い
き
ま

す
。
厳
し
く
滞
納
処
分
を
し
つ
つ
生
活
環
境
も

改
善
さ
せ
る
こ
と
で
納
税
者
と
な
っ
て
い
た
だ

く
こ
と
を
目
指
し
ま
す
。」
と
話
し
ま
す
。

増
え
る
外
国
人
滞
納
者
問
題

ま
た
収
納
率
向
上
に
む
け
て
抱
え
る
問
題
点

に
つ
い
て
は
「
外
国
人
の
滞
納
割
合
が
高
い
こ

と
が
問
題
で
す
。
国
保
加
入
者
の
中
で
外
国
人

の
割
合
は
38
％
、
外
国
人
滞
納
者
の
割
合
は

71
％
に
も
の
ぼ
り
ま
す
。
小
山
市
に
は
人
材
派

遣
会
社
が
多
い
と
い
う
こ
と
も
背
景
に
あ
り
、

特
に
ア
ジ
ア
圏
を
中
心
に
外
国
人
の
方
の
割
合

が
急
増
し
て
い
ま
す
。」
と
増
加
す
る
外
国
人

の
滞
納
問
題
に
つ
い
て
話
し
ま
す
。

協
力
し
て
行
う
外
国
人
滞
納
対
策

外
国
人
の
滞
納
対
策
に
つ
い
て
う
か
が
う

と
「
外
国
人
登
録
の
際
に
国
保
年
金
課
、
市

民
税
課
、
市
民
課
と
協
力
し
、
保
険
証
交
付

の
際
に
、
英
語
表
記
等
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
配

布
、
簡
易
申
告
受
付
、
口
座
振
替
の
案
内
等

を
実
施
し
て
い
ま
す
。
ま
た
日
本
語
学
校
や

人
材
派
遣
会
社
の
外
国
人
に
対
し
て
、
国
保

制
度
や
納
税
に
つ
い
て
理
解
し
て
い
た
だ
く

た
め
、
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
配
布
や
、
出
前
講

座
等
の
開
催
を
検
討
し
て
い
ま
す
。」
と
話

し
ま
す
。

『
税
金
は
納
め
る
も
の
』

入
口
対
策
で
収
納
率
ア
ッ
プ

さ
ら
に
外
国
人
の
滞
納
問
題
に
つ
い
て
は

「
滞
納
さ
れ
て
か
ら
で
は
徴
収
す
る
の
が
難
し

い
の
で
、
滞
納
し
な
い
人
材
を
育
て
て
い
く
こ

と
が
重
要
で
す
。
ま
ず
入
口
で
日
本
の
文
化
や

税
金
に
つ
い
て
理
解
し
て
も
ら
い
、『
税
金
は

納
め
る
も
の
』
と
い
う
理
解
を
得
ら
れ
る
よ
う

努
め
て
い
ま
す
。
外
国
人
対
策
に
は
効
果
的
な

も
の
が
な
い
の
で
、
地
道
に
取
り
組
ん
で
い
く

し
か
な
い
と
感
じ
ま
す
。」
と
外
国
人
対
策
の

難
し
さ
を
話
し
ま
す
。

栃木県国民健康保険団体連合会「栃木の国保」 10



健康増進課　室橋課長補佐

健康増進課　中島主任（左）、布施係長（右）　

特
定
健
診
受
診
率
向
上
に
向
け
て

保
健
事
業
の
取
り
組
み
は
、
健
康
増
進
課

の
み
な
さ
ん
に
う
か
が
い
ま
し
た
。
ま
ず
特

定
健
診
受
診
率
向
上
に
向
け
て
の
取
り
組
み

に
つ
い
て
、
健
康
増
進
課
の
室
橋
課
長
補
佐

は
「
健
康
推
進
員
（
地
域
の
健
康
づ
く
り
の

団
体
）
の
方
々
に
特
定
健
診
に
つ
い
て
知
っ

て
い
た
だ
き
、
必
要
性
を
地
域
の
人
に
広
め

て
も
ら
う
よ
う
な
取
り
組
み
を
行
っ
て
い
ま

す
。
健
康
推
進
員
の
支
部
会
議
に
は
、
国
保

年
金
課
の
職
員
か
ら
特
定
健
診
受
診
率
が
ど

の
よ
う
な
も
の
か
、
受
診
す
る
と
医
療
費
が

ど
れ
く
ら
い
変
わ
る
の
か
、
に
つ
い
て
説
明

し
て
も
ら
う
こ
と
で
、
地
域
の
人
へ
受
診
を

勧
め
て
い
た
だ
く
よ
う
働
き
か
け
て
い
ま

す
。」
と
話
し
ま
す
。

健
康
マ
イ
レ
ー
ジ
で

特
定
受
診
率
ア
ッ
プ

続
い
て
健
康
マ
イ
レ
ー
ジ
事
業
に
つ
い
て
健

康
増
進
課
の
布
施
係
長
、
中
島
主
任
に
う
か
が

い
ま
し
た
。
布
施
係
長
は
「
年
間
10
ポ
イ
ン
ト

集
め
る
と
健
康
パ
ス
ポ
ー
ト
や
、
道
の
駅
思
川

商
品
お
取
替
券
な
ど
と
交
換
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
の
で
、
健
診
や
保
健
指
導
を
受
け
る
動
機

付
け
に
活
用
し
て
い
ま
す
。
特
定
健
診
を
受
け

る
と
２
ポ
イ
ン
ト
、
結
果
説
明
に
参
加
で
１
ポ

イ
ン
ト
、
特
定
保
健
指
導
ま
で
受
け
る
と
３
ポ

イ
ン
ト
と
い
う
こ
と
で
、
特
定
保
健
指
導
に
関

す
る
部
分
に
重
点
を
置
い
て
お
り
、
受
診
率
向

上
に
繋
が
っ
て
い
け
る
よ
う
展
開
し
て
い
ま

す
。」
と
話
し
ま
す
。

好
調　

健
康
マ
イ
レ
ー
ジ
事
業

健
康
マ
イ
レ
ー
ジ
事
業
に
つ
い
て
中
島
主
任

は
「
昨
年
度
特
典
の
応
募
に
至
っ
た
方
に
ア
ン

ケ
ー
ト
を
実
施
し
た
と
こ
ろ
、
９
割
の
方
か
ら

『
健
康
マ
イ
レ
ー
ジ
が
健
診
受
診
や
ご
自
身
の

健
康
づ
く
り
の
き
っ
か
け
に
な
っ
た
』
と
の
回

答
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
集
団
健
診
が
終
わ
っ

た
段
階
で
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
配
っ
て
い
る
の

で
、
始
め
る
き
っ
か
け
に
な
っ
て
い
る
の
だ
と

思
い
ま
す
。」
と
事
業
の
手
応
え
に
つ
い
て
話

し
ま
す
。

課
題
は
高
血
圧
の
重
症
化

課
と
し
て
の
課
題
に
つ
い
て
う
か
が
う
と
室

橋
課
長
補
佐
は
「
高
血
圧
の
方
々
の
医
療
費
が

高
い
と
い
う
こ
と
が
課
題
と
し
て
挙
げ
ら
れ
ま

す
。
実
際
に
高
血
圧
の
方
を
対
象
と
し
て
今
年

度
か
ら
国
保
担
当
と
共
同
で
対
処
し
て
い
く
予

定
で
す
。
ま
ず
は
要
指
導
対
象
者
の
中
で
医
療

機
関
未
受
診
の
方
へ
ア
プ
ロ
ー
チ
を
し
て
い
き

ま
す
。
ま
た
高
血
圧
重
症
化
予
防
セ
ミ
ナ
ー
を

通
し
て
、
高
血
圧
が
重
篤
な
疾
患
の
引
き
金
に

な
る
こ
と
の
認
知
度
を
高
め
、
自
身
の
血
圧
改

善
の
方
法
を
学
ん
で
い
た
だ
け
れ
ば
と
考
え
て

い
ま
す
。」
と
医
療
費
増
加
に
も
大
き
く
か
か

わ
る
高
血
圧
の
重
症
化
問
題
と
、
こ
れ
か
ら
の

取
り
組
み
に
つ
い
て
話
し
ま
す
。

取
り
組
み
に
つ
い
て
う
か
が
う
と
ど
の
課
に

お
い
て
も
「
連
携
」「
協
力
」
と
い
う
言
葉
が

飛
び
交
う
小
山
市
。
課
題
解
決
に
向
け
て
、
連

携
を
取
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
改
め
て
感
じ

る
取
材
と
な
り
ま
し
た
。

平成26年度 平成27年度 平成28年度

総人口（人） 166,011 166,575 166,775

総世帯数（世帯） 67,872 69,207 70,149

国保被保者

加入世帯数（世帯） 25,366 24,999 24,059

被保険者数（人） 44,435 42,958 40,421

被保険者加入率（％） 26.77 25.79 24.24

保険料（税）
収納状況（現年分）

一人当たり調定額（円） 112,499 109,608 110,626

収納率（％） 87.15 87.08 87.46

一人当たりの療養諸費費用額（円） 224,154 233,852 244,780

特定健診・特定

保健指導の状況

特定健診受診率（％） 32.69 33.78 34.33

特定保健指導実施率（％） 28.60 33.66 31.52

◎小山市の概況

健康増進課のみなさん

栃木県国民健康保険団体連合会「栃木の国保」11



持
続
可
能
な
社
会
保
障
制
度
の
構
築
に
向
け
て

「
国
保
改
革
の
残
さ
れ
た
課
題
と
将
来
展
望

 ―

①
都
道
府
県
の
役
割
拡
大
」［
全
４
回
］

東
海
大
学
健
康
学
部 

学
部
長

　堀 

真
奈
美

第1回第1回

特別寄稿特別寄稿

1　

は
じ
め
に

国
民
皆
保
険
を
達
成
し
た
の
は
1
9
6
1

年
、
今
か
ら
半
世
紀
以
上
も
前
に
な
る
。

1
9
6
0
年
代
前
半
と
い
え
ば
、
高
度
経

済
成
長
期
で
あ
り
、
第
一
次
産
業
か
ら
第

二
次
、
第
三
次
へ
と
産
業
構
造
が
転
換
、

都
市
部
へ
の
人
口
移
動
（
若
者
の
集
団
就

職
、
過
疎
化
の
進
展
等
）
な
ど
社
会
構
造

の
大
き
な
転
換
期
で
あ
っ
た
。
カ
ラ
ー
テ

レ
ビ
の
誕
生
、
東
海
道
新
幹
線
の
開
通
、

ビ
ー
ト
ル
ズ
の
流
行
な
ど
、
こ
の
時
代
に

生
じ
た
現
象
は
ど
れ
も
「
戦
後
」
の
新
し

い
時
代
の
幕
開
け
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
で

あ
っ
た
。

国
民
皆
保
険
は
、
こ
う
し
た
戦
後
の
新

し
い
時
代
に
応
じ
る
よ
う
に
設
計
さ
れ

た
。
し
か
し
、
制
度
創
設
以
降
、
新
た
な

需
要
が
増
加
す
る
中
で
、
財
政
的
な
課
題

は
常
に
あ
り
、
医
療
保
険
制
度
の
改
革
は

繰
り
返
し
行
わ
れ
て
き
た
。
だ
が
、
そ
れ

ら
の
多
く
は
1
9
6
1
年
に
設
計
さ
れ
た

制
度
の
枠
組
み
を
変
え
る
よ
う
な
改
革
と

い
う
よ
り
は
局
所
的
な
改
革
が
多
く
、「
構

造
的
な
改
革
」
と
呼
べ
る
よ
う
な
改
革
は

少
な
か
っ
た
。

こ
れ
は
制
度
設
計
が
戦
後
の
日
本
の
社

会
構
造
に
あ
わ
せ
て
行
わ
れ
て
い
た
と
い

う
こ
と
も
で
き
る
が
、
利
害
関
係
者
・
ス

テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
が
多
数
存
在
す
る
医
療

保
険
制
度
の
政
策
決
定
過
程
（
政
治
力

学
）
を
考
え
る
と
構
造
的
な
改
革
が
少
な

い
こ
と
は
ご
く
自
然
な
こ
と
で
あ
る
と
い

え
る
。
一
度
創
設
さ
れ
た
制
度
を
構
造
的

に
変
え
る
の
は
難
し
く
、
構
造
的
な
改
革

の
実
行
に
は
、
利
害
関
係
を
超
え
た
と
こ

ろ
で
の
国
民
的
な
議
論
と
合
意
が
必
要
で

あ
る
。

こ
れ
ま
で
に
行
わ
れ
た
構
造
的
な
改
革

の
典
型
例
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
の
は
、「
老

人
保
健
制
度
の
創
設
」、
そ
し
て
、
老
人

保
健
制
度
の
廃
止
に
と
も
な
う
「
後
期
高

齢
者
医
療
制
度
（
前
期
高
齢
者
医
療
制
度

も
含
む
）
の
創
設
」
が
あ
げ
ら
れ
る
。
国

民
健
康
保
険
（
以
下
、
国
保
）
の
加
入
者

は
、
無
職
、
自
営
業
者
、
農
林
水
産
業
者

等
の
ほ
か
、
定
年
後
に
被
用
者
保
険
か
ら

国
保
に
異
動
す
る
高
齢
者
も
含
ま
れ
、
負

担
能
力
が
低
い
加
入
者
が
多
く
、
恒
常
的

に
赤
字
財
政
に
悩
ま
さ
れ
る
状
態
で
あ
っ

た
。
高
齢
者
の
医
療
費
は
、
社
会
全
体
で

公
平
に
対
応
す
べ
き
と
い
う
メ
ル
ク
マ
ー

ル
に
よ
り
、
老
人
保
健
拠
出
金
が
導
入
さ

れ
、
老
人
保
健
制
度
が
創
設
さ
れ
る
こ
と

に
な
っ
た
（
よ
り
厳
密
に
は
老
人
福
祉
法

に
よ
る
老
人
医
療
費
の
無
料
化
の
影
響
も

あ
る
）。

そ
の
後
、
バ
ブ
ル
経
済
崩
壊
、
そ
れ

以
降
の
長
い
景
気
低
迷
時
代
を
経
て
、

2
0
0
0
年
代
初
頭
、
被
用
者
保
険
の
保

険
者
の
財
政
赤
字
が
深
刻
に
な
る
と
、
そ

の
支
出
の
約
4
割
以
上
が
老
人
医
療
費
の

た
め
の
拠
出
金
と
な
る
こ
と
に
対
し
て
問

題
提
起
が
起
き
た
。
突
き
抜
け
方
式
、
リ

ス
ク
構
造
方
式
な
ど
様
々
な
提
案
が
さ
れ

た
が
、
最
終
的
に
前
期
高
齢
者
、
後
期
高

齢
者
で
異
な
る
財
政
運
営
の
仕
組
み
と

な
っ
た
。
そ
の
後
、
政
権
交
代
に
よ
り
見

直
し
も
検
討
さ
れ
た
が
、
結
果
と
し
て
制

度
は
定
着
し
た
。
こ
の
改
革
は
高
齢
化
へ

の
対
応
で
あ
る
と
同
時
に
保
険
者
間
を
横

断
す
る
医
療
保
険
の
持
続
可
能
な
財
政
運

営
の
た
め
の
構
造
的
な
改
革
で
あ
る
と
い

え
る
。

直
近
の
構
造
的
な
改
革
の
例
と
し
て

は
、
2
0
1
5
年
5
月
の
「
持
続
可
能
な

医
療
保
険
制
度
を
構
築
す
る
た
め
の
国

民
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
案
」
で
実
現
し
た
都
道
府
県
の
役

割
拡
大
が
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、

2
0
1
8
年
4
月
か
ら
都
道
府
県
が
国
保

の
財
政
運
営
の
責
任
主
体
と
な
っ
た
。
な

お
、
同
時
に
導
入
さ
れ
た
後
期
高
齢
者
支

援
金
に
お
け
る
全
額
総
報
酬
割
の
導
入

栃木県国民健康保険団体連合会「栃木の国保」 12



は
、
財
源
確
保
手
段
と
し
て
の
付
随
的
な

改
革
で
あ
る
が
、
高
齢
者
の
医
療
費
の
負

担
の
あ
り
か
た
を
大
き
く
転
換
さ
せ
る
も

の
で
あ
る
。

こ
の
改
革
は
戦
後
最
大
の
国
保
改
革
と

も
い
え
る
が
、
こ
れ
で
持
続
可
能
な
医
療

保
険
制
度
へ
の
危
惧
が
な
く
な
っ
た
と
は

言
え
な
い
。
団
塊
世
代
が
後
期
高
齢
者
に

な
る
2
0
2
5
年
、
そ
し
て
さ
ら
に
急
速

に
進
む
人
口
減
少
と
後
期
高
齢
者
の
増
大

な
ど
、
国
保
運
営
は
も
と
よ
り
社
会
保
障

全
体
の
持
続
可
能
性
が
危
惧
さ
れ
て
い

る
。
そ
も
そ
も
持
続
可
能
な
社
会
保
障
制

度
と
は
な
に
か
、
そ
の
中
で
国
保
制
度
は

今
後
ど
う
あ
る
べ
き
か
な
ど
を
4
回
の
連

載
記
事
を
通
じ
て
検
討
し
た
い
。

2　

国
保
の
財
政
上
の
構
造
問
題
と

都
道
府
県
の
役
割
拡
大

過
去
の
二
度
の
構
造
改
革
に
よ
り
高
齢

者
医
療
費
の
負
担
に
つ
い
て
は
一
定
の
決

着
が
つ
い
た
も
の
の
、
国
保
の
財
政
上
の

構
造
問
題
が
完
全
に
解
決
し
た
か
と
い
う

と
そ
う
で
は
な
い
。

こ
れ
は
、
国
保
の
制
度
そ
の
も
の
の

問
題
と
い
う
よ
り
は
、
国
保
の
被
保
険

者
構
造
な
ど
雇
用
形
態
の
変
化
に
よ
る

と
こ
ろ
が
大
き
い
。
国
民
皆
保
険
達
成

時
の
国
保
の
被
保
険
者
は
農
林
水
産
業

者
、
自
営
業
者
が
中
心
で
あ
る
が
、
現

在
で
は
非
正
規
労
働
者
、
年
金
生
活
者

当
の
無
職
者
が
7
割
を
超
え
る
。
平
均

年
齢
は
、
50
歳
と
他
の
被
用
者
保
険
に

比
べ
て
高
齢
で
あ
る
。
も
と
も
と
国
保

に
被
用
者
が
加
入
す
る
こ
と
は
想
定
さ

れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
非
正
規
労
働
者

の
増
加
に
よ
り
被
用
者
（
パ
ー
ト
の
主

婦
等
も
含
む
）
が
増
加
し
て
い
る
。

国
保
の
医
療
費
水
準
は
、
被
用
者
保

険
の
一
人
当
た
り
医
療
費
の
倍
以
上
と

高
い
。
特
に
入
院
医
療
費
、
精
神
疾
患

の
医
療
費
が
高
い
。
ま
た
、
市
町
村
間

で
医
療
費
水
準
に
差
が
あ
る
な
ど
の
課

題
も
あ
る
。
市
町
村
の
財
政
規
模
に
ば

ら
つ
き
が
あ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
医
療

費
水
準
の
差
は
そ
の
ま
ま
保
険
財
政
に

も
響
く
こ
と
に
な
る
。
一
方
で
国
保
は
、

負
担
能
力
の
低
い
人
が
多
い
中
で
も
相

対
的
に
負
担
能
力
の
あ
る
非
正
規
労
働

者
な
ど
低
中
所
得
者
の
保
険
料
負
担
が

重
く
な
る
傾
向
に
あ
る
。
一
般
会
計
か

ら
の
繰
入
金
で
財
政
補
て
ん
を
す
る

ケ
ー
ス
も
少
な
く
な
い
が
そ
れ
ら
は
市

町
村
の
財
政
力
に
左
右
さ
れ
る
と
い
っ

た
課
題
が
あ
る
。

こ
う
し
た
課
題
へ
の
対
応
は
市
町
村
だ

け
で
は
困
難
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
保
険

者
と
し
て
の
積
極
的
な
役
割
・
機
能
を
発

揮
す
る
に
は
規
模
が
小
さ
く
、
効
率
的
な

運
営
が
し
に
く
い
環
境
に
あ
る
。
財
政
運

営
の
効
率
化
、
安
定
化
と
い
う
意
味
で
、

市
町
村
か
ら
都
道
府
に
財
政
責
任
主
体
が

移
行
す
る
と
い
う
の
は
自
然
の
流
れ
で
あ

る
。
た
だ
し
、
国
保
の
保
険
料
（
税
）
徴

収
、
保
健
事
業
な
ど
、
市
町
村
が
主
た
る

保
険
業
務
を
行
う
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い

た
め
、
市
町
村
と
都
道
府
県
の
協
力
・
連

携
が
求
め
ら
れ
る
。

都
道
府
県
が
財
政
運
営
責
任
を
担
う
一

つ
の
メ
リ
ッ
ト
は
、
地
域
医
療
構
想
や
医

療
計
画
の
策
定
な
ど
医
療
供
給
の
整
備

を
行
う
権
限
を
保
有
し
て
い
る
こ
と
に

あ
る
。「
保
険
あ
っ
て
供
給
な
し
」
で
は
、

医
療
保
険
の
存
在
意
義
は
な
い
。
病
床
数

な
ど
供
給
体
制
に
は
地
域
差
が
大
き
く
あ

る
こ
と
が
知
ら
れ
、
そ
れ
ら
が
医
療
費
の

地
域
差
に
も
少
な
か
ら
ず
影
響
し
て
お

り
、「
西
高
東
低
」
と
呼
ば
れ
る
医
療
費

の
地
域
差
は
現
在
で
も
解
消
は
さ
れ
て
い

な
い
。
市
町
村
規
模
で
は
医
療
圏
と
し
て

小
さ
く
、
財
政
と
供
給
の
両
方
を
セ
ッ
ト

で
考
え
る
こ
と
が
難
し
い
。
都
道
府
県
が

財
政
責
任
者
と
な
る
と
同
時
に
供
給
計
画

の
責
任
者
と
し
て
機
能
、
役
割
を
果
た
す

こ
と
が
で
き
れ
ば
、
こ
の
改
革
は
成
功
で

あ
る
と
言
え
る
が
、
2
0
1
8
年
4
月
に

ス
タ
ー
ト
し
た
ば
か
り
で
あ
り
今
後
の
動

向
を
見
守
る
必
要
が
あ
る
。

プロフィール
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東海大学教養学部人間環境学科専任講師。2006年助教
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社会保障論、医療経済。
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れ
た
り
す
る
の
で
、
自
分
へ
の
投
資
で
は
な

い
で
す
が
、
よ
い
マ
ッ
ト
レ
ス
で
寝
る
こ
と

を
心
が
け
て
い
ま
す
。
寝
違
え
た
と
か
で
練

習
が
で
き
な
い
と
い
う
の
が
許
さ
れ
な
い

の
で
、
こ
だ
わ
っ
て
い
る
と
い
う
か
、
気
を

付
け
て
は
い
ま
す
ね
。
寝
過
ぎ
も
せ
ず
規
則

正
し
い
睡
眠
を
心
が
け
て
い
ま
す
。

―
―
休
日
と
か
で
寝
過
ぎ
る
と
か
な
い

で
す
か
？

そ
れ
が
で
き
な
い
ん
で
す
！
た
だ
、
休

み
の
日
に
は
目
覚
ま
し
を
使
わ
な
い
の

で
、
い
つ
も
よ
り
気
持
ち
よ
く
起
き
る
こ

と
が
で
き
ま
す
ね
。

―
―
早
速
で
す
が
普
段
か
ら
気
を
付
け
て

い
る
食
事
や
ス
ト
レ
ッ
チ
は
あ
り
ま
す
か
？

食
事
の
面
だ
と
ど
ん
な
と
き
で
も
欠
食

を
し
な
い
こ
と
に
気
を
付
け
て
い
ま
す

ね
。
バ
ラ
ン
ス
良
く
摂
る
こ
と
は
も
ち
ろ

ん
で
す
が
、
食
べ
る
順
番
に
も
気
を
付
け

て
い
ま
す
。

―
―
順
番
と
い
う
の
は
？

最
初
に
サ
ラ
ダ
、
そ
の
後
お
か
ず
や
み

そ
汁
を
食
べ
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。

―
―
間
食
と
か
は
？

間
食
も
基
本
的
に
は
し
ま
せ
ん
ね
。
ト

レ
ー
ニ
ン
グ
な
ど
の
後
に
不
足
し
が
ち
な

プロスポーツ選手から健康について学ぶべく、今
回から始まりました企画です。第1回となる今回は
栃木ＳＣで絶賛活躍中、栃木県益子町出身の西谷和
希選手にお話をうかがってまいりました。

〇生年月日：1993年10月5日　〇身長／体重：165/65　〇ニックネーム：かずき
〇自分の性格をひとことでいうと：負けず嫌い
〇こ こ だ け は 譲 れ な い 事：ドリブル
〇プロとして心掛けていること：向上心を持ち続けること
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プロスポーツ
選手から
健康を学ぶ

第1回

―
―
入
浴
な
ど
で
気
を
付
け
て
い
る
こ

と
は
あ
り
ま
す
か
？

交
代
浴
と
い
う
も
の
を
実
践
し
て
い
ま

す
。
温
か
い
お
風
呂
に
入
っ
た
後
に
冷
た
い

水
に
入
る
こ
と
で
筋
肉
が
ほ
ぐ
れ
る
の
で
、

疲
労
回
復
の
た
め
に
も
行
っ
て
い
ま
す
。

も
の
に
つ
い
て
は
食
べ
る
こ
と
も
あ
り
ま

す
が
・
・
・
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
は
糖
分
摂
取

の
た
め
に
食
べ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

―
―
な
る
ほ
ど
。
睡
眠
な
ど
で
気
を
つ

け
て
い
る
こ
と
は
あ
り
ま
す
か
？

体
質
的
に
も
起
き
て
い
ら
れ
な
い
の
も

あ
り
睡
眠
に
も
こ
だ
わ
っ
て
い
ま
す
ね
。

だ
い
た
い
11
時
く
ら
い
に
は
寝
て
し
ま

い
ま
す
。

―
―
具
体
的
に
睡
眠
で
こ
だ
わ
っ
て
い

る
部
分
は
？

自
分
に
合
っ
て
い
る
マ
ッ
ト
レ
ス
を

使
っ
て
い
ま
す
。
寝
て
い
る
間
に
も
体
が
疲

西谷和希 NISHIYA Kazuki

14　ＭＦ

新企画

栃木県国民健康保険団体連合会「栃木の国保」 14



ストレッチは 10 秒くらいで行うのがベストです。
毎日続けると効果アリ！健康な体をつくりましょう！

おすすめストレッチ

―
―
歩
き
方
に
も
気
を
付
け
て
い
る
と

聞
い
た
の
で
す
が
？

そ
う
で
す
ね
。
い
ろ
い
ろ
こ
だ
わ
っ
て

い
ま
す
が
、
骨
盤
を
立
て
て
歩
く
よ
う
に
し

て
い
ま
す
。
日
本
人
は
骨
盤
を
立
て
ら
れ
な

い
か
ら
背
中
が
丸
ま
っ
て
し
ま
う
の
で
・・・

走
っ
て
い
る
時
も
、
も
も
の
後
ろ
を
使
っ
て

走
っ
て
し
ま
う
の
で
う
ま
く
力
を
使
え
て

な
い
部
分
が
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
部
分
を

改
善
す
る
た
め
に
も
、
歩
き
方
や
走
り
方
に

も
気
を
つ
け
て
い
ま
す
ね
。
ア
ク
セ
ル
筋
で

あ
る
ハ
ム
ス
ト
リ
ン
グ
を
使
う
ほ
う
が
ス

ム
ー
ズ
に
動
け
る
。
日
本
人
は
進
み
た
い

の
に
ブ
レ
ー
キ
筋
を
使
っ
て
し
ま
う
か
ら
、

海
外
の
選
手
と
比
べ
て
動
き
出
し
が
遅
く

な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
海
外
と
日
本
の
サ
ッ

カ
ー
の
差
は
技
術
よ
り
も
そ
こ
（
ハ
ム
ス
ト

リ
ン
グ
を
意
識
し
た
動
き
）
か
な
と
言
わ
れ

て
い
る
部
分
で
す
。

―
―
骨
盤
を
意
識
す
る
の
は
一
般
の
方

で
も
効
果
は
あ
り
ま
す
か
？

一
概
に
は
言
え
ま
せ
ん
が
、
骨
盤
を
意

識
す
る
こ
と
は
悪
い
こ
と
で
は
な
い
の
で
、

い
ろ
い
ろ
な
人
に
も
か
か
わ
っ
て
く
る
部

分
だ
と
思
い
ま
す
。
姿
勢
と
か
も
良
く
な

り
ケ
ガ
も
減
っ
た
り
す
る
と
思
い
ま
す
。

―
―
休
日
の
ど
の
よ
う
に
過
ご
し
で
い

ま
す
か
？

趣
味
が
神
社
巡
り
な
の
で
休
日
は
外
に

出
て
い
ま
す
ね
。
あ
と
犬
を
飼
っ
て
い
る

の
で
、
い
つ
も
の
散
歩
コ
ー
ス
じ
ゃ
な
い

と
こ
ろ
に
連
れ
て
行
っ
た
り
し
ま
す
。
無

邪
気
で
癒
さ
れ
ま
す
。

―
―
1
つ
の
ス
ト
レ
ッ
チ
に
か
け
る
時

間
は
ど
れ
く
ら
い
が
よ
い
の
で
す
か
？

専
門
的
に
は
8
秒
以
上
と
言
わ
れ
て
い

る
の
で
10
秒
く
ら
い
は
や
っ
た
ほ
う
が
い

い
と
思
い
ま
す
。

ス
ト
レ
ッ
チ
の
頻
度
も
お
風
呂
上
り
と

か
で
毎
日
や
っ
て
も
よ
い
と
思
い
ま
す
。

体
が
柔
ら
か
く
な
れ
ば
疲
労
も
た
ま
り
に

く
く
な
り
ま
す
し
ケ
ガ
と
か
も
し
に
く
く

な
る
と
思
い
ま
す
。
立
ち
仕
事
と
か
デ
ス

ク
ワ
ー
ク
の
方
は
筋
肉
が
固
ま
り
や
す
い

の
で
そ
の
よ
う
な
環
境
で
働
く
ひ
と
は
腰

と
か
も
痛
め
や
す
い
の
で
実
践
す
る
と
よ

い
の
か
な
と
思
い
ま
す
。

―
―
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
大
変

勉
強
に
な
り
ま
し
た
。
そ
れ
で
は
最
後
に

読
者
に
向
け
て
一
言
お
ね
が
い
し
ま
す

で
き
る
だ
け
体
を
動
か
す
こ
と
を
し
て

ほ
し
い
な
と
思
い
ま
す
。
散
歩
に
行
く
と
か

も
健
康
に
良
い
と
い
う
こ
と
で
す
し
、
簡

単
な
筋
ト
レ
と
か
を
時
間
が
あ
る
と
き
に
行

い
、
一
生
歩
け
る
か
ら
だ
を
つ
く
り
元
気
良

く
過
ご
し
て
ほ
し
い
な
と
思
い
ま
す
。
元
気

な
姿
で
試
合
を
見
に
来
て
い
た
だ
け
れ
ば
嬉

し
い
で
す
し
、
逆
に
僕
が
元
気
を
与
え
ら
れ

た
ら
い
い
な
と
思
い
ま
す
の
で
、
是
非
グ
リ

ス
タ
に
試
合
を
見
に
き
て
く
だ
さ
い
！

以
上
栃
木
Ｓ
Ｃ
の
西
谷
和
希
選
手
へ
の

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
し
た
。
や
は
り
プ
ロ
ス

ポ
ー
ツ
選
手
は
普
段
か
ら
健
康
に
関
す
る

様
々
な
こ
と
に
気
を
付
け
て
過
ご
し
て
い
る

の
だ
と
改
め
て
感
じ
る
機
会
と
な
り
ま
し

た
。
今
回
は
簡
単
に
で
き
る
ス
ト
レ
ッ
チ
も

教
え
て
い
た
だ
き
ま
し
た
の
で
、
是
非
読
者

の
皆
さ
ま
も
今
回
の
記
事
を
参
考
に
、
健
康

な
体
づ
く
り
に
向
け
た
意
識
づ
く
り
、
そ
し

て
ス
ト
レ
ッ
チ
等
か
ら
始
ま
る
運
動
を
実
践

し
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
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女性の健康づくり ( 更年期セミナー )

元気あっぷ市民のつどい ( バルーンで健康体操 )

健康貯筋セミナー ( 食事編 )

血管若返り教室 ( 運動実技 )

健康福祉まつり ( 健康茶屋の様子 )

保険者
だより

なすから健康マイレージ事業
（キラリと輝る健幸な人toまち）

ひか けん こう

【那須烏山市】

那須烏山市では、市民のみなさんの特定健診・がん検診受診率アップや楽しく健康づくりに取り組んでい
ただくことを目的として、「なすから健康マイレージ事業」を実施しています。この事業は、必須事業であ
る健康診断を受診し、市が主催する健康教室などの対象事業に参加してポイントを貯めると景品がもらえる
事業です。

栃木県国民健康保険団体連合会「栃木の国保」 16



保険者
だより

なすから健康マイレージ事業
（キラリと輝る健幸な人toまち）

ひか けん こう

【那須烏山市】

ただ い ま こ く ほ 最前 線
ちょうどいい！さくら市

充実した日々！！

田
た

代
しろ

 汐
しおり

里

後
ご

藤
とう

 瑛
えい

花
か

国保経験年数
３年３カ月

国保経験年数
1 年２カ月

【私の街自慢】　
さくら市は、市のモチーフにもなったさくらの名所や「日本三大美肌の湯」

にも数えられる喜連川温泉、暮らしやすい・子育てしやすい環境など魅力が
たくさん詰まっています。

また昨年には、道の駅きつれがわがリニューアルオープンし、今年は駅前
交流館「さくらテラス」が誕生しました。ちょうどいい！さくら市にぜひ遊
びにきてください！

【趣味・特技】
海外・国内旅行

【私の街自慢】
駒止の滝や八幡のツツジなど、四季折々の風景を楽しめる観光スポッ

トがたくさんありますが、私の自宅周辺はこの時期、田植えが終わり
夕方になるとカエルの合唱が聴こえてきます。

緑の稲が黄金色に変わり、稲穂が垂れるまでの流れをみていると、
自然豊かな町に囲まれて過ごせていることに幸せを感じます。

【趣味・特技】
新しいことに挑戦することがとても楽しいです。スケートボード、

ゴルフ、ボルダリング。子どもと競いながら、少しでも早く「競技を
している！」といえるところまで、マスターしたいです。

【健康法・ストレス解消法】
週に１度、ジムで身体を動かし、プールに入り泳いでリラックスし

ます。身体のどこかが筋肉痛になっていると、たくさん動けたことを
実感し、満足します。

【国保事務を担当しての感想・意見など】
とても興味のある業務でしたので、担当になれたときは、少しでも早く業務内容を網羅しようと意気込んで

いましたが、制度の内容は複雑なうえに、業務内容も想定していた以上に多く、1年経った今でも覚えきれて
いないものが多々あります。窓口にいらっしゃる町民の方にしっかり理解していただき、納得してお帰りいた
だけるよう、わかりやすい説明を心掛けております。これからも日々精進してまいりたいです。

【最近気になること】
子どもと同じタイミングで新たなことに挑戦しても、子どもとの吸収力の差は一目瞭然です。歳の割には童

心を忘れることなく無邪気に子どもたちと楽しんでいるつもりですが、身体には、怪我をすることに対しての
保身能力が歳を重ねるとともにしっかりと身についているようです。

【健康法・ストレス解消法】
友人とたくさん話して遊ぶことでストレスを溜めないようにし、たまに旅行に行ってリフレッシュしています。

【国保事務を担当しての感想・意見など】
国保の資格管理を主に担当してきましたが、未だ悩む事例が出ることも多く、そのつど勉強させていただいて

います。対応に苦慮する案件があった場合は、それをどのように調べ応対したのか、記録をとり上司・担当者全
員で共通の認識を持つことで、その後のスムーズな住民サービスの提供につながると感じています。

【最近気になること】
次の旅行先はどこにしようか検討しています。

さくら市 市民福祉部
保険高齢課  国保係 主事

那須町 住民生活課
医療保険係  主事

栃木県国民健康保険団体連合会「栃木の国保」17



芳
賀
町
の
概
要

芳
賀
町
は
、
栃
木
県
の
南
東
部
に
位
置
し
、

東
は
市
貝
町
、
西
は
宇
都
宮
市
、
そ
し
て
南

は
真
岡
市
、
北
は
塩
谷
郡
高
根
沢
町
に
接
し

て
い
ま
す
。
町
の
ほ
ぼ
中
央
を
五
行
川
と
野

元
川
が
流
れ
て
お
り
、
中
央
部
に
県
内
で
代

表
的
な
米
ど
こ
ろ
と
し
て
知
ら
れ
る
水
田
地

帯
が
形
成
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
果
樹
や

野
菜
類
を
は
じ
め
、
施
設
園
芸
な
ど
の
都
市

近
郊
型
農
業
が
盛
ん
で
、
特
に
梨
は
、
町
を

代
表
す
る
特
産
品
で
県
内
有
数
の
生
産
地
と

し
て
有
名
で
す
。
町
に
は
芳
賀
工
業
団
地
と

芳
賀
・
高
根
沢
工
業
団
地
が
あ
り
、
高
度
な

技
術
を
有
す
る
企
業
や
研
究
所
な
ど
約
１
０

０
社
が
立
地
し
、
雇
用
機
会
の
拡
大
・
財
政

力
の
向
上
・
地
域
社
会
の
活
力
の
維
持
に
寄

与
し
て
い
ま
す
。

近
年
、
芳
賀
町
も
少
子
高
齢
化
が
進
み
、

高
齢
化
率
は
30
％
を
超
え
ま
し
た
。
そ
ん
な

中
、
高
齢
者
自
身
が
、
健
康
づ
く
り
を
は
じ

め
、
誰
も
が
集
え
る
居
場
所
づ
く
り
等
、
自

分
達
が
主
体
と
な
っ
て
の
活
動
を
始
め
よ
う

と
動
き
出
し
た
と
こ
ろ
で
す
。

○
総
人
口

　

１
万
５
７
３
６
人

○
高
齢
者
人
口

　

４
７
８
５
人

　
（
高
齢
化
率
30
・
４
％
）

○
要
介
護
認
定
者
数

　

８
３
５
人

○
介
護
給
付
費

　

12
億
９
４
３
３
万
９
６
３
０
円

　
（
平
成
29
年
度　

見
込
額
）

　
（
平
成
30
年
４
月
現
在
）

介
護
予
防
教
室
の

�

自
主
グ
ル
ー
プ
化
支
援

一
般
介
護
予
防
教
室
の
一
環
と
し
て
、
毎

年
秋
に
「
元
気
ア
ッ
プ
教
室
」
と
称
し
、
ス

ト
レ
ッ
チ
・
筋
力
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
・
ノ
ル

デ
ィ
ッ
ク
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
を
行
う
運
動
教
室

を
実
施
し
て
い
ま
す
。
最
終
回
に
な
る
と

「
卒
業
後
も
み
ん
な
で
集
ま
り
た
い
」「
一
人

で
は
続
か
な
い
け
れ
ど
、
み
ん
な
と
一
緒
な

ら
運
動
を
続
け
ら
れ
る
の
に
」
と
い
う
声
が

多
数
聞
か
れ
た
た
め
、
平
成
27
年
度
の
教
室

は
、
自
主
グ
ル
ー
プ
化
に
向
け
て
の
教
室
運

営
を
行
い
ま
し
た
。

１
．
芳
賀
町
元
気
ア
ッ
プ
教
室

⑴
対
象

要
介
護
認
定
を
受
け
て
い
な
い
65
歳
以
上

の
町
民 

⑵
周
知
方
法

広
報
、
ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ
、
町
事
業
で
の
Ｐ
Ｒ

⑶
教
室
の
例

開催時期 10月～１月（全12回）
金曜日の午後1時～３時の120分間

場 所 温泉健康センター
五行川周辺

内 容

〔毎回実施〕
・ノルディックウォーキング
・ストレッチ（準備・整理体操）
・筋トレ

〔適宜実施〕
ボール運動、ペットボトル運動、
体力測定、レクリエーション、脳
トレ、栄養指導　等

参 加 者
の 様 子

〔参加者数〕
実20名／延186名

〔年齢〕
平均年齢73歳（年齢69 ～ 84歳）

２
．
自
主
グ
ル
ー
プ
化
に
向
け
て

ま
ず
、
教
室
開
催
前
に
、
自
主
グ
ル
ー
プ

化
す
る
に
あ
た
り
、
ハ
ー
ド
ル
と
な
り
そ
う

な
こ
と
と
そ
の
対
策
を
、
町
保
健
師
と
指
導

に
あ
た
る
健
康
運
動
指
導
士
が
話
し
合
い
、

次
の
内
容
を
教
室
の
初
回
時
か
ら
意
識
し
て

運
営
に
あ
た
り
ま
し
た
。

⑴
初
回
時
か
ら
、
卒
業
後
に
自
主
グ
ル
ー
プ

化
を
考
え
て
い
る
こ
と
を
、
参
加
者
へ
案

内
し
、
動
機
付
け
を
行
う
。

⑵
卒
業
後
に
自
分
達
で
活
動
で
き
る
よ
う

教
室
期
間
中
に
知
識
・
技
術
を
習
得
で

き
る
よ
う
に
指
導
す
る
（
個
人
の
運
動

の
ス
キ
ル
ア
ッ
プ
の
他
、
自
主
グ
ル
ー

プ
化
す
る
た
め
に
意
識
し
て
指
導
し
た

こ
と
）。

筋トレ、ボール運動のパネル

保健師
活動報告

芳
賀
町
　
福
祉
対
策
課
　
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
係

介
護
予
防
教
室
の

　
　
　

   

自
主
グ
ル
ー
プ
化
支
援
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①
準
備
・
後
片
付
け

椅
子
や
机
、
血
圧
計
の
セ
ッ
テ
ィ
ン

グ
等
の
会
場
準
備
、
血
圧
測
定
等
の
体

調
の
セ
ル
フ
チ
ェ
ッ
ク
、
施
設
使
用
方

法
等
の
指
導

②
流
れ毎

回
、
決
ま
っ
た
流
れ
で
、
決
ま
っ

た
運
動
を
行
い
、
運
動
時
の
数
の
数
え

方
や
速
さ
等
、
細
か
く
指
導

⑶
自
分
達
で
も
で
き
る
よ
う
ツ
ー
ル
の
作
成

と
活
用

①
体
調
セ
ル
フ
チ
ェ
ッ
ク
表

毎
回
、
自
分
達
で
血
圧
測
定
し
、
個

人
フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
入
を
習
慣
化

②
パ
ネ
ル

教
室
の
流
れ
・
ス
ト
レ
ッ
チ
・
筋

力
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
・
ボ
ー
ル
運
動
の

パ
ネ
ル
を
作
成
し
、
パ
ネ
ル
を
見
れ

ば
、
自
分
達
で
も
運
動
が
で
き
る
よ

う
に
す
る
。

⑷
全
員
が
リ
ー
ダ
ー
と
な
り
、
支
え
あ
う

チ
ー
ム
作
り
を
意
図
し
た
関
わ
り
を

す
る
。

３
．「
お
試
し
」
を
経
て
自
主
グ
ル
ー
プ
へ

教
室
が
終
了
す
る
際
、
自
主
グ
ル
ー
プ
と

し
て
活
動
す
る
に
あ
た
り
、
心
配
に
思
う

こ
と
を
参
加
者
と
話
し
合
い
ま
し
た
。
多

く
の
参
加
者
は
、
運
動
自
体
は
「
自
分
達

で
出
来
そ
う
だ
」
と
自
信
を
持
ち
つ
つ
あ

り
ま
し
た
が
、
施
設
の
利
用
方
法
や
参
加

者
同
士
、
町
と
の
連
絡
調
整
に
不
安
な
様

子
が
み
ら
れ
た
た
め
、
約
２
か
月
間
、
自

主
グ
ル
ー
プ
の
「
お
試
し
」
を
す
る
こ
と

に
し
ま
し
た
。

「
お
試
し
」
で
は
、
保
健
師
は
手
を
貸
し

過
ぎ
ず
、
つ
か
ず
離
れ
ず
の
距
離
を
保
ち
、

見
守
り
ま
し
た
。
す
る
と
、
準
備
や
血
圧

の
測
り
方
等
、
お
互
い
に
声
を
掛
け
合
う

場
面
が
教
室
時
よ
り
多
く
見
ら
れ
ま
し

た
。
自
分
達
で
や
っ
て
み
た
こ
と
で
、
団

結
力
が
強
く
な
る
と
と
も
に
、
自
信
が
つ

き
、
自
主
グ
ル
ー
プ
と
し
て
活
動
が
ス
タ
ー

ト
し
ま
し
た
。

４
．
自
主
グ
ル
ー
プ
の
継
続
支
援

自
主
グ
ル
ー
プ
化
し
３
年
目
を
迎
え
ま

す
が
、
現
在
も
22
名
が
６
～
７
割
の
出
席

率
で
活
動
し
て
い
ま
す
。
自
主
グ
ル
ー
プ

化
で
き
た
要
因
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
教
室

開
催
時
か
ら
、
自
主
化
を
意
図
し
た
支
援

を
行
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
ま
す
。
当
初

の
動
機
付
け
が
今
で
も
「
自
分
達
で
や
る
」

と
い
う
意
識
に
つ
な
が
っ
て
い
る
と
感
じ

ま
す
。
ま
た
、
町
で
は
、
継
続
支
援
と
し

て
、
年
５
回
の
講
師
派
遣
や
、
折
々
に
保

健
師
が
教
室
に
顔
を
出
す
よ
う
に
し
て
い

ま
す
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、
効
果
的
な
運

動
ス
キ
ル
の
維
持
や
、
日
頃
の
教
室
実
施

に
関
す
る
不
安
や
疑
問
が
解
決
で
き
、
グ

ル
ー
プ
の
継
続
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
る
と

考
え
ま
す
。

今
後
も
、
つ
か
ず
離
れ
ず
の
距
離
を
保
ち

つ
つ
、
住
民
の
力
を
引
き
出
せ
る
よ
う
な
関

わ
り
を
し
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

お互いに協力してセルフチェックを習慣化椅子やパネルをみんなで準備手つなぎで支えあい転倒予防

季節を感じながら五行川沿いをウォーキング ウォーキングルート（五行川）
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私
の
好
き
な
も
の

私
の
好
き
な
も
の

　
 

の
趣
味
と
健
康
法

私

上三川町　保険課　課長

川 島 信 一

富士山公園の桜

好きな純米酒

私
は
、
今
流
行
り
の
音
楽
を
聴
く
の
が
大
好

き
で
す
。
そ
し
て
、
ジ
ョ
ギ
ン
グ
と
お
酒
も
好

き
で
す
。

音
楽
を
聴
く
と
い
っ
て
も
、
ク
ラ
シ
ッ
ク
な

ど
は
ほ
と
ん
ど
聴
か
ず
、
も
っ
ぱ
ら
Ｊ
ポ
ッ
プ

で
す
。
学
生
の
頃
、
レ
コ
ー
ド
を
買
っ
て
ス
テ

レ
オ
で
聴
く
こ
と
に
始
ま
り
ま
す
。
そ
の
後
、

レ
コ
ー
ド
か
ら
カ
セ
ッ
ト
テ
ー
プ
に
録
音
し

て
、
車
で
出
か
け
る
と
き
は
必
ず
、
カ
セ
ッ
ト

テ
ー
プ
を
か
け
て
音
楽
を
聴
い
て
い
ま
し
た
。

い
つ
の
間
に
か
レ
コ
ー
ド
は
Ｃ
Ｄ
に
取
っ
て
代

わ
り
、
ス
テ
レ
オ
機
器
が
壊
れ
て
レ
コ
ー
ド
が

使
え
な
く
な
っ
た
こ
と
で
、
た
く
さ
ん
あ
っ
た

レ
コ
ー
ド
は
す
べ
て
処
分
し
て
し
ま
い
ま
し

た
。
今
は
、
Ｃ
Ｄ
が
少
し
ず
つ
そ
の
数
を
増
や

し
つ
つ
あ
り
ま
す
。

ジ
ョ
ギ
ン
グ
は
、
週
末
の
夕
方
、
か
み
さ

ん
と
と
も
に
、
上
三
川
町
の
富
士
山
公
園
の

土
の
上
を
走
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。
若
い

頃
は
、
一
般
道
路
や
サ
イ
ク
リ
ン
グ
ロ
ー
ド

を
走
っ
て
い
ま
し
た
が
、
年
を
と
る
と
と
も

に
、
す
ぐ
に
膝
が
痛
く
な
る
よ
う
に
な
り
、

土
の
上
を
探
し
て
富
士
山
公
園
に
行
き
着
き

ま
し
た
。
春
は
桜
、
こ
れ
か
ら
の
季
節
は
新

緑
が
徐
々
に
濃
く
な
り
、
秋
に
は
紅
葉
が
目

を
楽
し
ま
せ
て
く
れ
ま
す
。
ま
た
、
親
子
連

れ
や
カ
ッ
プ
ル
が
グ
ラ
ウ
ン
ド
で
遊
ん
で
い

る
の
も
ほ
ほ
え
ま
し
く
て
、
自
分
の
気
分
も

明
る
く
な
り
ま
す
。

酒
は
夕
食
時
に
、
コ
ッ
プ
半
分
く
ら
い
の
純

米
酒
を
毎
日
飲
ん
で
い
ま
す
。
し
っ
か
り
食
べ

な
が
ら
少
し
飲
む
こ
と
で
、
体
調
が
整
え
ら
れ

る
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。

日
々
、体
力
と
能
力
の
衰
え
を
感
じ
な
が
ら
、

健
康
に
気
を
つ
け
て
生
活
し
て
い
ま
す
。
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REPORT
リポート

レセプト点検事務担当職員研修会 グループ討議

６
月
４
日（
月
）

平
成
30
年
度
レ
セ
プ
ト
点
検
事
務
担
当
研
修
会

於 

国
保
連
合
会
会
議
室

研
修
会
は
、
平
成
30
年
4
月
1
日
か
ら
適
応

と
な
っ
て
い
る
診
療
報
酬
改
定
に
つ
い
て
（
医

科
・
歯
科
・
調
剤
）
の
概
要
及
び
点
検
の
ポ
イ

ン
ト
の
説
明
を
目
的
と
し
て
開
催
さ
れ
た
。
各

市
町
間
で
の
情
報
共
有
を
期
待
し
グ
ル
ー
プ
討

議
も
行
わ
れ
た
。

各
市
町
等
か
ら
レ
セ
プ
ト
点
検
業
務
に
従
事

す
る
64
名
が
出
席
。

は
じ
め
に
、
本
会
の
阿
部
審
査
事
務
強
化

推
進
室
長
が
挨
拶
に
立
ち
、「
診
療
報
酬
本
体

部
分
で
、
0
・
55
％
の
引
き
上
げ
、
薬
価
部

分
で
1
・
65
％
の
引
き
下
げ
、
材
料
価
格
は

0
・
09
％
の
引
き
下
げ
に
な
っ
て
い
る
」
と

今
回
の
診
療
報
酬
改
定
の
概
要
に
つ
い
て
触

れ
、「
こ
の
よ
う
な
診
療
報
酬
の
引
き
上
げ
は
、

レ
セ
プ
ト
点
検
業
務
の
更
な
る
強
化
を
求
め

ら
れ
る
と
い
う
状
況
に
繋
が
る
と
考
え
て
い

る
」
と
述
べ
た
。

点
数
改
正
に
つ
い
て

続
い
て
、
点
数
改
正
の
概
要
に
つ
い
て
、

本
会
担
当
職
員
か
ら
医
科
・
歯
科
・
調
剤
の

そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
説
明
が
あ
っ
た
。
医
科

の
『
早
期
離
床
・
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
加

算
』
や
『
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
料
』、
歯
科
の

『
診
療
情
報
連
携
共
有
料
』、
調
剤
の
『
服
用

薬
剤
調
整
支
援
料
』
な
ど
の
新
設
さ
れ
た
項

目
を
中
心
に
、
点
数
改
定
の
概
要
説
明
が
行

わ
れ
た
。

点
検
の
ポ
イ
ン
ト
に
つ
い
て

医
科
担
当
職
員
か
ら
は
、
医
学
管
理
料
、

在
宅
医
療
、
投
薬
の
項
目
に
焦
点
を
あ
て
、

事
務
点
検
の
際
に
注
意
す
べ
き
点
に
つ
い
て

説
明
。
歯
科
担
当
職
員
か
ら
は
、
実
際
に
請

求
が
あ
っ
た
レ
セ
プ
ト
を
参
考
に
、
査
定
と

な
る
事
例
、
原
審
と
な
る
事
例
に
つ
い
て
説

明
が
あ
っ
た
。

ま
た
各
保
険
者
か
ら
事
前
に
寄
せ
ら
れ
た

再
審
査
請
求
に
係
る
質
問
等
が
多
数
あ
り
、

参
考
資
料
に
基
づ
き
、
担
当
職
員
か
ら
回
答

を
行
っ
た
。

レ
セ
プ
ト
点
検
事
務
担
当
職
員

グ
ル
ー
プ
討
議

最
後
に
７
つ
の
班
に
分
か
れ
グ
ル
ー
プ
討

議
を
実
施
。
①
保
険
者
独
自
の
点
検
法
に
つ

い
て
②
医
療
と
介
護
の
突
合
点
検
に
つ
い
て

③
多
受
診
の
点
検
に
つ
い
て
の
３
つ
の
議
題

に
基
づ
き
討
議
は
進
行
し
、
活
発
な
意
見
交

換
が
行
わ
れ
た
。
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ヘルシークルメ
第２回で紹介するお店は小山市のやすらぎの森近くで営む『ベジタブルレストラン　じ

ねんじょの里』。田舎風のどこか懐かしい雰囲気のお店でこだわりの野菜やとろろ芋を使っ
た創作料理を楽しむことができます。

旬の野菜を堪能 盛り沢山のプレートランチ
開店と同時にうかがうと店内はすぐに予約のお客さんで

いっぱいになりました。注文したのは「盛り沢山のプレー
トランチ」。かんぴょうのグラタンをメインに、様々な
野菜も同時に味わえるプレートランチです。旬の野
菜を少しずつ使っており、目でも、味でも、食感
でも楽しむことができる贅沢なプレートでした。

デザートにも野菜の恵み
デザートが運ばれてくるとパンケーキの中

に緑色の野菜が。なんとズッキーニのパン
ケーキだそうです。早速食べてみると、ほ
のかな苦味と食感でこれがまた美味しい。デ
ザートで提供する果物は旬で新鮮なものを選
び提供しているそうです。

店主にお話しをうかがうと「育てた新鮮な
野菜をメニューに組み込み提供しています。『野
菜は美味しい』ということを少しでも感じていた
だければと思います。」とのことでした。

四季折々の野菜が訪れるたびに楽しませてくれるこ
とでしょう。ご家族、ご友人と一緒に新鮮な野菜の味を
楽しんでみてはいかがでしょうか。

SHOP DATA
お 店 情 報

住 所／	小山市高崎 1955		☎	0285-49-3545
営業時間／	【昼の部】	11：30 ～ 14：30（予約優先）
	 【夜の部】	18：00 ～ 21：30（予約制）
	 【定休日】	月曜・火曜・水曜
	 	 ※ 6 名様以上の予約の場合は営業

ベジタブルレストラン じねんじょの里 至上三川町

至結城市

やすらぎの森

4

4
ベジタブルレストラン
じねんじょの里 ●

延島郵便局

トーユーエコ　
サポート小山工場●

●
ピップ物流（株）
栃木センター

214

146

35

盛り沢山のプレートランチ

1400円（税込）
※コーヒー・デザート付き

栽培している畑
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編
集
後
記

４
月
か
ら
機
関
誌
「
栃
木
の
国
保
」

を
担
当
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
よ

ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

初
め
て
編
集
に
携
わ
り
ま
し
た
が
、

わ
か
り
や
す
い
表
現
や
言
葉
選
び
の
難

し
さ
を
日
々
感
じ
て
お
り
ま
す
。
取
材

や
編
集
か
ら
学
ぶ
こ
と
は
多
く
、
今
後

も
様
々
な
こ
と
を
経
験
し
な
が
ら
、
よ

り
よ
い
機
関
誌
づ
く
り
に
取
り
組
ん
で

ま
い
り
ま
す
。

今
回
か
ら
機
関
誌
の
デ
ザ
イ
ン
を
一

新
い
た
し
ま
し
た
。
読
者
の
皆
様
か
ら

の
ご
感
想
も
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
の

で
、
今
後
と
も
「
栃
木
の
国
保
」
を
宜

し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 （
Ｏ
・
Ｔ
）
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国保連合会からのお知らせ

■ 特定健診受診啓発用横断幕掲出中です

■ 被保険者証兼高齢受給者証更新時ポスターを作成・配付します

特定健診受診率向上支援事業として、受診
啓発用横断幕をJR宇都宮駅西口ペデスト
リアンデッキに掲出中です。

（掲出期間：平成30年7月31日まで）

平成30年8月より被保険者証と高齢受給
者証が一体化となることの啓発及び国民健
康保険への加入・喪失の届出啓発用として
ご活用ください。
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